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午前９時２５分 委員会開会 

○委員長（西田  真） 皆さん、おはようございま

す。きょうは早朝より文教民生委員会・分科会にお

集まりいただきまして、本当にありがとうございま

す。最近めっきり寒くなって、冬らしくなってまい

りましたけど、皆さん、体にはご自愛していただき

ますように、よろしくお願いします。 

 きょうはたくさんの議案等ありますので、さっさ

とやっていただきまして、親切丁寧に、いやいや、

ごめんなさい、親切丁寧に、いろんな議論も出して

いただいて、よりよくなりますように、豊岡市市政

発展のために、皆さん方当局側も、委員側も一生懸

命議論を尽くして頑張ってまいりたいと思います

ので、限られた時間でありますので、よろしくお願

いしたいと思いますし、質問も簡潔明瞭にしていた

だきますように、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、これから始めます。よろしくお願いし

ます。 

 それでは始めさせてもらいます。なお、当局から

教育総務課、宇川参事の欠席について申し出があり、

許可いたしておりますので、ご了承願います。 

 また、一般会計に関する予算関係議案につきまし

ては、予算決算委員会に付託され、当委員会は文教

民生分科会として担当部会の審査を分担すること

になります。したがいまして、議事の進行は、委員

会と分科会を適宜切りかえて行いますので、ご協力

をお願いいたします。 

 これより、協議事項１番、付託・分担案件の審査

に入ります。 

 審査日程ですが、まず、委員会付託された議案の

説明、質疑、討論、表決を行い、その後、予算決算

委員会付託議案に係る当分科会に分担された令和

元年度豊岡市一般会計補正予算についての説明、質

疑、討論、表決を行います。 

 その後、請願、陳情の審査、報告事項、管内視察

事前学習に続き、委員のみで委員会及び分科会意見、

要望等の取りまとめを行います。 

 なお、陳情第５号につきましては、審査の進捗に

かかわらず、午後１時から行います。 

 委員の皆さん、当局の皆さん、説明、質疑、答弁

に当たりましては、くれぐれも要点を押さえていた

だき、簡潔明瞭に行うなど、スムーズな議事進行に

格別のご協力をお願いいたします。 

 また、発言の最初には必ず課名と名字をお願いい

たします。議案の審査につきましては、お手元の議

案付託・分科会分担表の順に行いますので、ご了承

願います。 

 まず、報告第２０号、専決処分したものの報告に

ついて、専決第１６号、損害賠償の額を定めること

についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 生涯学習課、大岸課長。 

○生涯学習課長（大岸 和義） それでは、議案書１

ページをごらんください。報告第２０号、専決処分

したものの報告について説明をいたします。 

 本件は、市長に委任する専決処分事項の指定につ

いての規定により専決処分しましたので、地方自治

法の規定により議会に報告するものでございます。 

 ４ページをごらんください。専決第１６号、損害

賠償の額を定めることについて説明をいたします。 

 本日配付いたしました資料をごらんいただけま

すでしょうか。（「委員長、休憩してください」と

呼ぶ者あり） 

○委員長（西田  真） 暫時休憩します。 

午前９時２８分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時３１分 委員会再開 

○委員長（西田  真） 委員会を再開いたします。 

 生涯学習課、大岸課長。 

○生涯学習課長（大岸 和義） それでは、資料によ

って説明をさせていただきます。 

 本件は、生涯学習課職員が運転する公用車が本年

６月１０日午前９時９分ごろ、位置図にございます

泉町の交差点で起こした交通事故について、１１月

１３日付で専決処分したものでございます。下の図、

事故現場図をごらんいただきたいと思います。当該

事故は９月議会におきまして、ガレージ、相手方車

両、それから総務課が所管します公用車の損害賠償
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の額について報告や議決をいただいたものと同一

の事故で、生涯学習課職員が赤信号に気づかず交差

点に進入し、相手方車両と衝突したもので、今回、

人身損害に対する賠償額について専決処分したも

のでございます。 

 議案書４ページに戻っていただけますでしょう

か。損害賠償額は１１８万７，２０３円で、相手方、

事故の概要は記載のとおりでございます。運転中に

細心の注意を払い続けることはもちろん、安全運転

のさらなる徹底を図ってまいりたいと考えており

ます。このたびはまことに申しわけございませんで

した。説明は以上です。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。どなたからでも結構です。 

 井上委員、どうぞ。 

○委員（井上 正治） 毎回の議会で、本当にたくさ

んの事故報告がされておるというのが現状でござ

います。特に今回は、人身事故を伴うような大事故

であるなというふうに考えております。今回出され

ている専決事項の中でも、各所管が違う部分も、全

て市のほうが１０割というふうな過失ということ

については、非常に重大なやっぱり、ことであると

いうふうに私たちも認識をいたしておりますので、

こういう場合、ルール的に職員さんの対処といいま

すか、職員に対する対応というのはどのようになっ

ているか、まずお伺いしたいと思います。 

○委員長（西田  真） 生涯学習課、大岸課長。 

○生涯学習課長（大岸 和義） 事故を起こしました

職員に対しましては、当然事故後、事情聴取等を行

った上で、安全運転の徹底を指導しているところで

ございますし、それから、自動車運転教習所のほう

にお願いしまして、安全運転の、再度、講習を受け

ていただいたりしております。それから、私ども生

涯学習課全体としまして、安全運転意識を高めるた

めに、チャレンジ１００のほうを１０月１日から参

加をさせていただいてるところでございます。以上

です。 

○委員長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） なら、特別に、どう言ったら

いいんですかね、そういう講習であるとかいうだけ

のことであって、特別他の処分というのはないとい

うふうに理解してよろしいですか。 

○委員長（西田  真） 大岸課長。 

○生涯学習課長（大岸 和義） そういった処分のこ

とについては、現在のところ人事課、それから総務

課から伺っている状況ではございません。 

○委員長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） そういう形の中で事故が減れ

ばいいんですけども、毎回出てるということについ

ては非常に重大な事項でありますので、これは市役

所内全体でしっかりとした対応が必要であるとい

うふうに考えております。 

 それから、不随してちょっとお尋ねしたいんです

けども、例えば職員が公用車を運転中にスピード違

反であるとか、そういうふうな形の、行政処分にな

らない程度の違反の場合の報告義務というような

ことは、どのようにされてるんですか。わかりませ

んか。いや、わからなかったらいいですよ。 

○委員長（西田  真） 答弁願います。 

 大岸課長。 

○生涯学習課長（大岸 和義） 職員のそういった安

全運転管理につきましては総務課のほうが所管し

ておりまして、ちょっと私のほうでは全体を把握し

ておりませんので、申しわけございません。 

○委員（井上 正治） わかりました、いいです。そ

れはそれでまた、総務課……。 

○委員長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 済みません、委員長。 

 それはまた、総務課のほうにでも私のほうが確認

させていただきたいと思います。 

 特に今回の事故につきましても、不注意、赤信号、

やっぱり言ってみれば原因が１つ、２つというふう

なことにあるんで、このことについてはやはり運転

者の守らなきゃいけない一番大原則であります。こ

ういう部分をやっぱりしっかりと、職員も誰もが再

認識をしていただいて、事故のないように続けてい

っていただきたいというふうに考えておりますの

で、しっかりとした、各課も対応をお願いしたいと
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いうふうに思います。 

 私自身も含めて、やはり交通事故というのは起こ

せば本人も大変ですし、相手も大変です。いろんな

ところにご迷惑をおかけするわけですから、しっか

りとした交通安全に努めるべきであるというふう

に思います。検討してお伝えしておきます。以上で

す。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。あり

ませんか、よろしいですか。 

 この件に対して、特に異議はありませんね、よろ

しいですね。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 特にご異議がありませんの

で、報告第２０号、専決第１６号は、了承すべきこ

とに決定いたしました。 

 次に、第１０７号議案、豊岡市立図書館の設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて、ほか２件を一括議題といたします。 

 なお、説明、質疑は一括で行い、討論、表決は個

別に行いますので、ご了承願います。 

 当局の説明を求めます。 

 生涯学習課、大岸課長。 

○生涯学習課長（大岸 和義） それでは、第１０７

号議案、豊岡市立図書館の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例制定について、それから、

第１０８号議案、豊岡市立豊岡市民プラザの設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて、それから、第１０９号議案、豊岡市立東大

谷野外活動施設の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例制定について説明をさせていた

だきます。 

 今回、生涯学習課が所管しております、ただいま

申し上げました１０７号議案から１０９号議案に

おきましては、第３次行政改革大綱におけます受益

者負担の適正化に伴いまして、使用料等の引き上げ

を行うとともに、その他所要の規定の改正をしよう

とするものでございます。 

 それでは、各改正条例の条例案要綱により概要を

説明申し上げます。 

 それでは、５８ページをごらんください。第１０

７号議案、豊岡市立図書館の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例案要綱でございます。ま

ず、改正の内容をご説明いたします。 

 豊岡市立図書館の視聴覚・講演室、それから会議

室、展示コーナーの使用料を引き上げるものでござ

います。附則ですが、（１）、附則第１項関係で、

この条例の施行期日を令和２年４月１日としてお

ります。（２）、附則第２項関係で、改正後の規定

は、施行の日以後に許可を受ける使用について適用

し、同日前に許可を受けている使用については、な

お従前の例によるとしています。 

 なお、５９ページに改正します関係条例の新旧対

照表を添付しておりますので、ご清覧ください。 

 続きまして、６３ページをごらんください。第１

０８号議案、豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例案要綱にて

説明を申し上げます。改正の内容を説明いたします。 

 豊岡市民プラザの多目的ホール、それから楽屋、

市民活動室等の利用料金の限度額を引き上げるも

のでございます。附則ですが、（１）、附則第１項

関係で、この条例の施行期日を令和２年４月１日と

しております。（２）、附則第２項関係で、改正後

の規定は、施行の日以後の許可を受ける使用につい

て適用し、同日前に受けている使用については、な

お従前の例によるものとしております。 

 なお、６４ページから６５ページに改正する関係

条例の新旧対照表を添付しておりますので、ご清覧

ください。 

 続きまして、６８ページをごらんください。第１

０９号議案、豊岡市立東大谷野外活動施設の設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例案要綱

について説明をいたします。改正の内容を説明いた

します。 

 竹野町にあります東大谷野外活動施設の研修棟、

それからコテージ等の利用料金の限度額を引き上

げるものでございます。附則ですが、（１）、附則

第１項関係で、この条例の施行期日を令和２年４月

１日としております。（２）、附則第２項関係で、
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改正後の規定は、施行の日以後の許可を受ける使用

について適用、同日前に許可を受けている使用につ

いては、なお従前の例によるものとしております。 

 なお、６９ページから７０ページに改正する関係

条例の新旧対照表を添付しておりますので、ご清覧

ください。生涯学習課は以上です。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） この引き上げの理由ですが、

行革によるっていうことですが、消費税増税という

ことも理由の一つではあるんでしょうか、お聞きし

ます。 

○委員長（西田  真） 大岸課長。 

○生涯学習課長（大岸 和義） ご質問いただいた、

消費税がこの値上げに影響してるかということで

ございますが、政策調整部長のほうから本会議の場

で一括説明をさせていただいた際にも説明をさせ

ていただいておりますが、消費税も含めて、全体の

バランスを考える中で見直しを行ったということ

でございます。 

○委員長（西田  真） 上田委員、どうぞ。 

○委員（上田 伴子） はい、わかりました。 

 もう１点。あと、会館などで、どこだったかな、

プラザだったかな、施設の中で、プラザのとこなん

かですと、夜間の部分の値段が昼間の値段よりも高

くなってるのはどういう理由からですか。 

○委員長（西田  真） 大岸課長。 

○生涯学習課長（大岸 和義） 利用の内容から、頻

度の高いところはどうしても高くなる、また、夜間

につきましては当然職員が張りつく必要があるん

ですが、その際のコストも考えまして、若干昼間よ

りも高くさせていただいているというふうに伺っ

ております。 

○委員長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） はい。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（上田 伴子） よろしいです。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 今の中で、市民プラザと大谷

野外活動の指定管理されてる箇所についてですけ

ども、限度額の引き上げということは上限を決める

ということなんでしょうけども、その後の引き上げ

については、指定団体の自主裁量ということでしょ

うか。 

○委員長（西田  真） 大岸課長。 

○生涯学習課長（大岸 和義） 来年４月以降に指定

管理者が定める料金についてのお尋ねでしょうか。 

○委員（福田 嗣久） はい、そうですね、はい。 

○生涯学習課長（大岸 和義） おっしゃるとおりで、

この上限の範囲内で指定管理者が経営上必要な金

額を届け出てくると。それに対して我々は妥当かど

うかを審査した上で認めていくという形になりま

す。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） わかりましたけれども、あと、

引き上げについての当局なりの指導というような

ことは入るわけでしょうか。例えば上げなさいとか、

上げてくださいとか。限度額を引き上げた、その範

囲の中で。 

○委員長（西田  真） 大岸課長。 

○生涯学習課長（大岸 和義） 基本的には指定管理

者側がその範囲内でいけるかどうかという判断を

された上で価格設定をされるものというふうに考

えておりますので、過分な介入といいますか、指導

等は行う予定はありません。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） だとすれば、引き上げをしま

せんという選択肢もされる場合があるということ

なんでしょうね。 

○委員長（西田  真） 大岸課長。 

○生涯学習課長（大岸 和義） はい、制度的にはそ

ういうことでございます。 

○委員（福田 嗣久） わかりました。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（福田 嗣久） はい、結構です。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。よろ



 5 

しいか。 

 質疑は打ち切ります。 

 それでは、討論に入ります。 

 まず、１０７号議案について、討論はありません

か。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） この値上げ、引き上げ案です

が、１号改正する条例での引き上げ案ですけれども、

基本的には私は消費税増税に関してやっぱり反対

の立場をとっています。その中で、行革の中での消

費税増税も絡んでの引き上げということで、反対を

申し上げます。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 私は、賛成の立場で討論を申

し上げます。 

 今回の消費税は前回のことの値上げについても

反映されてないということもありますので、消費税

の引き上げ分の転嫁についてはやむを得ないと判

断をいたしまして、よって、賛成の討論といたしま

す。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 賛成、反対の意見がありますので、挙手により採

決いたします。 

 第１０７号議案は、原案のとおり可決すべきこと

に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（西田  真） 賛成多数により、第１０７

号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 次に、第１０８号議案について、討論はありませ

んか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 先ほどの理由並びに、また、

やっぱり市民が使う、市民以外も使われるかもわか

りませんが、市民のためのこういう施設でございま

すので、使いよい料金設定が要ると思います。この

消費税値上げで全ての生活がやはり逼迫している

こともありますので、ぜひ、皆さんが使いやすいよ

うに、値段を今までのようにしてもらうことが必要

だと考えます。 

 この引き上げをせずに、違う方法で、引き上げし

なくてもいいような方法をぜひ考えていただけた

らなと思っています。そのために、先ほどと同じ理

由で反対をします。 

○委員長（西田  真） 上田委員、先ほどというの

は１０７号議案とはっきり言っていただきたいと

思います。 

 もう一度お願いします。 

○委員（上田 伴子） １０７号議案同様、反対の立

場をとらせていただきます。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 第１０８号議案につきまして、

賛成の討論をいたします。 

 １０７号議案と同様の趣旨により、賛成の意見と

いたします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 賛成、反対の意見がありますので、挙手により採

決いたします。第１０８号議案は、原案のとおり可

決すべきことに賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（西田  真） 賛成多数により、第１０８

号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 続いて、第１０９号議案について、討論はありま

せんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） この件に関しましても、１０

７号議案、１０８号議案同様の理由で反対させてい

ただきます。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） １０７号議案同様の趣旨によ
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り、賛成意見といたします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 賛成、反対の意見がありますので、挙手により採

決いたします。 

 第１０９号議案は、原案のとおり可決すべきこと

に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（西田  真） 賛成多数により、第１０９

号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 次に、第１１０号議案、豊岡市立文化会館の設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定

について、ほか４件を一括議題といたします。 

 なお、説明、質疑は一括で行い、討論、表決は個

別に行いますので、ご了承願います。 

 当局の説明を求めます。 

 文化振興課、米田課長。 

○文化振興課長（米田 紀子） それでは、議案書７

１ページの１１０号議案から１１４号議案まで、文

化振興課所管施設について一括で説明させていた

だきます。これらは第３次行政改革大綱における受

益者負担の適正化に伴い引き上げを行うとともに、

博物館、美術館施設における料金の考え方の統一を

図るため、入館料の改正をしようとするものです。 

 それでは、まず７１ページ、１１０号議案、豊岡

市立文化会館の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例制定について。条例案要綱で説明を

いたしますので、７３ページごらんください。よろ

しいでしょうか。改正の内容です。豊岡市民会館の

文化ホール、大会議室、ギャラリー等の使用料を引

き上げること。２の附則について、第１項関係で、

施行期日を令和２年４月１日とすること、第２項関

係で、この条例の施行日以後に使用許可を受ける者

の使用料について適用し、同日前に使用許可を受け

ている者の使用料については、なお従前の例による

こととしております。 

 ７４ページと７５ページに新旧対照表を添付し

ておりますので、ご清覧ください。 

 続きまして、７６ページ、１１１号議案、豊岡市

立歴史資料館の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例制定について説明いたします。 

 同じく、７８ページの要綱で説明させていただき

ます。改正の内容です。歴史資料館のうち、出石明

治館の多目的集会室の使用料を引き上げることと

しております。２の附則についてです。第１項関係

で、これも施行期日を令和２年４月１日としており

ます。第２項関係で、改正後の規定は、施行の日以

後に使用許可を受ける使用について適用し、同日前

に許可を受けている使用については、なお従前の例

によることとしています。 

 新旧対照表を７９ページに添付しておりますの

で、ご清覧ください。 

 続きまして、８０ページです。１１２号議案、豊

岡市立美術館「伊藤清永記念館」の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例制定について説

明いたします。 

 ８２ページの条例案要綱をごらんください。よろ

しいでしょうか。改正の内容です。美術館の入館料

につきまして、区分の学生の２０人以上の団体の入

館料を引き上げることとしています。これは、市の

博物館、美術館施設の料金体系の考え方の統一を図

ることとしまして、市立歴史資料館を例に、団体区

分は２割を減じた額としようとするものです。２の

附則で、令和２年４月１日から施行することとして

います。 

 ８３ページに新旧対照表を添付しておりますの

で、こちらもご清覧ください。 

 続きまして、８４ページ、こちら、１１３号議案

です。豊岡市立日本・モンゴル民族博物館の設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて、同じく、条例案要綱により説明をいたしま

す。 

 ８６ページをごらんください。改正の内容でござ

います。まず（１）ですが、先ほどの美術館と同じ

く、観覧料につきまして料金体系の考え方の統一を

図ることとし、市立の歴史資料館を例としまして、
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学生は４割を、小学生、中学生は５割を、団体は２

割を減じた額に改めようとするものです。（２）に

つきましては、企画展示室、それから体験交流室及

び天幕住居の使用料を引き上げることとしており

ます。次に、附則です。第１項関係では、令和２年

４月１日を施行期日とすること、第２項関係では、

改正後の規定はこの条例の施行の日以後に許可を

受ける使用について適用し、同日前に許可を受けて

いる使用については、なお従前の例によることとし

ております。 

 ８７、８８ページに新旧対照表を添付しておりま

すので、ご清覧ください。 

 文化振興課最後です。８９ページ、１１４号議案、

豊岡市立出石永楽館の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例制定について、同じく、条例

案要綱により説明をいたします。 

 ９１ページをごらんください。改正の内容でござ

います。（１）は出石永楽館の本館と、及び附属棟

控室の使用に係ります利用料金の限度額を引き上

げることとしております。（２）では、個人の大人

料金につきまして、１００円単位で切り上げ、各区

分の料金につきましては、この大人料金を基本にし

まして料金体系の統一の考え方のもと、各区分の利

用料金の限度額を引き上げることとしております。

次に、附則です。第１項関係で、施行期日を令和２

年４月１日とすること、第２項関係で、改正後の規

定はこの条例の施行の日以後に許可を受ける使用

について適用し、同日前に許可を受けている使用に

ついては、なお従前の例によることとしております。 

 ９２ページと９３ページに新旧対照表を添付し

ておりますので、ご清覧ください。以上で説明を終

わります。ご審議賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。ありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 それでは、討論に入ります。 

 まず、第１１０号議案について、討論はありませ

んか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 文化会館の使用料について、

やはり文化ホール、また、あとの小会議室とか大会

議室におきましても値上げが、引き上げが提案され

ております。たくさんの市民、また、ほかの方たち

が利用するこのような施設の引き上げ、消費税増税

に絡んでの引き上げについては、反対をいたします。

はい、反対します。 

○委員長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） はい。 

○委員長（西田  真） 第１０７号議案との。 

○委員（上田 伴子） はい。 

○委員長（西田  真） それを言っていただいたほ

うが。 

○委員（上田 伴子） 第１１０号議案。 

○委員長（西田  真） 第１０７号議案と同内容と

いうふうに。 

○委員（上田 伴子） １０７号議案と同様に、反対

をさせていただきます。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 賛成の立場で討論申し上げま

す。 

 私も、１０７号議案の同趣旨により、消費税値上

げ分の転嫁については、やむをえないと判断をいた

し、賛成の意見といたします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 賛成、反対の意見がありますので、挙手により採

決いたします。 

 第１１０号議案は、原案のとおり可決すべきこと

に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（西田  真） 賛成多数により、第１１０

号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。37.15 

 次に、第１１１号議案について、討論はありませ

んか。 
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 上田委員。 

○委員（上田 伴子） １１１号議案においても、１

０７号議案と同様の理由で反対いたします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 賛成の討論といたします。 

 第１０７号議案と同趣旨により、賛成の意見とい

たします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 賛成、反対の意見がありますので、挙手により採

決いたします。 

 第１１１号議案は、原案のとおり可決すべきこと

に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（西田  真） 賛成多数により、第１１１

号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 続いて、第１１２号議案について、討論はありま

せんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） １１２号議案においても、１

０７号議案の討論と同様の理由によりまして、反対

いたします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 賛成の討論をいたします。 

 １０７号議案の同趣旨により、よって、賛成の意

見といたします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 賛成、反対の意見がありますので、挙手により採

決いたします。 

 第１１２号議案は、原案のとおり可決すべきこと

に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（西田  真） 賛成多数により、第１１２

号議案は、原案のとおり可決すべきことに決定いた

しました。 

 次に、第１１３号議案について、討論はありませ

んか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） １１３号議案においても、１

０７号議案同様の理由により、反対いたします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 賛成の討論といたします。 

 １０７号議案同趣旨により、よって、賛成の意見

といたします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 賛成、反対の意見がありますので、挙手により採

決いたします。 

 第１１３号議案は、原案のとおり可決すべきこと

に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（西田  真） 賛成多数により、第１１３

号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 次に、第１１４号議案について、討論はありませ

んか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 第１１４号議案におきまして

も、１０７号議案同様の理由により、反対いたしま

す。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 賛成の討論をいたします。 

 第１０７号議案と同様の趣旨により、よって、賛

成の意見といたします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 賛成、反対の意見がありますので、挙手により採

決いたします。 
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 第１１４号議案は、原案のとおり可決すべきこと

に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（西田  真） 賛成多数により、第１１４

号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 次に、第１１５号議案、豊岡市立体育施設の設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定

について、ほか２件を一括議題といたします。 

 なお、説明、質疑は一括で行い、討論、表決は個

別に行いますので、ご了承願います。 

 当局の説明を求めます。 

 スポーツ振興課、池内課長。 

○スポーツ振興課長（池内 章彦） スポーツ振興課

が所管をしています、第１１５号議案から１１７号

議案におきましては、第３次行政改革大綱における

受益者負担の適正化に伴い、使用料等の引き上げを

行うとともに、その他所要の規定の改正をしようと

するものです。 

 では、各改正条例の条例要綱により、概要をご説

明申し上げます。 

 それでは、１０４ページをごらんください。第１

１５号議案、豊岡市立体育施設の設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例案要綱をご説明申

し上げます。 

 改正の内容をご説明します。（１）ですけども、

竹野Ｂ＆Ｇ海洋センターのプールの部分の屋根が

老朽化したため撤去し、夜間利用ができなくなりま

したので、開場時間につきまして、７月及び８月の

午後５時以降の開場を廃止するものです。（２）で

すが、１７施設の使用料等の引き上げと、体育の目

的以外に使用する場合の使用料の加算倍率を１０

倍から１．５倍に引き下げる改正を行います。また、

出石総合スポーツセンター野球場の整備に伴い、本

部席に冷暖房設備を設置しましたので、冷暖房を使

用する場合には、１時間当たり３００円を加算する

ということにしております。附則についてですけど

も、（１）で、附則第１項関係で、この条例の施行

は令和２年４月１日からとしております。（２）、

附則第２項関係で、改正後の規定は、施行の日以後

の許可を受ける使用について適用し、同日前に許可

を受けている使用については、なお従前の例による

としております。 

 なお、１０５ページから１２４ページに改正する

関係条例の新旧対照表を添付しておりますので、ご

清覧ください。 

 続きまして、１２８ページをお願いします。第１

１６号議案、豊岡市立日高文化体育館の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例案要綱をご

説明申し上げます。 

 改正の内容ですけども、日高文化体育館の使用料

金の限度額の引き上げ及び当該施設の区分のうち、

トレーニング室を廃止をして会議室２にすること

の改正をしております。附則ですけども、（１）で

附則第１項関係で、この条例の施行は、令和２年４

月１日からとしております。（２）、附則第２項関

係で、改正後の規定は施行の日以後の許可を受ける

使用について適用し、同日前に許可を受けている使

用については、なお従前の例にするとしております。 

 なお、１２９ページから１３０ページに改正する

関係条例の新旧対照表を添付しておりますので、ご

清覧ください。 

 続きまして、１３３ページをお願いします。第１

１７号議案、豊岡市立学校施設の使用料の徴収に関

する条例の一部を改正する条例案要綱をご説明申

し上げます。 

 改正の内容ですけども、学校施設における屋内運

動場、柔剣道場、多目的ホール、屋外運動場等の使

用料及び屋外運動場の照明施設を使用する場合の

加算額を引き上げるものです。附則ですけども、

（１）で附則第１項関係で、この条例の施行期日は、

令和２年４月１日からとしております。（２）、附

則第２項関係で、改正後の規定は施行日以後の許可

を受ける使用について適用し、同日前に許可を受け

ている使用については、なお従前の例によるとして

おります。 

 なお、１３４ページに改正する関係条例の新旧対

照表を添付しております。ご清覧ください。説明は
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以上です。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 先ほどの説明の中で、１１５

号議案において、プールの屋根が壊れたということ

でありましたが、これは修繕はされるんでしょうか。 

○委員長（西田  真） 池内課長。 

○スポーツ振興課長（池内 章彦） 竹野のＢ＆Ｇの

屋根ですけども、これについては撤去のみというこ

とで、設置はしないということで、一つ撤去したと

ころでプールに入りながら海が見えるっていうふ

うなことで、割と利用者が少しふえてるというふう

な状況にもあるということで、新たに設置する予定

はないです。 

○委員（上田 伴子） はい、了解です。 

○委員長（西田  真） 上田委員、よろしいか。 

○委員（上田 伴子） はい。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） １２８ページ、豊岡市立日高

文化体育館の設置及び管理、条例の一部改正する提

案でございますけども、トレーニング室を廃止とい

うふうな形で、会議室にということが提案されてお

りますけども、これについては利用者等との調整と

か、それから、利用率が低いということは考えれる

わけですけど、その辺の考え方をもう少し詳しく教

えてください。 

○委員長（西田  真） 池内課長。 

○スポーツ振興課長（池内 章彦） 今言いました文

化体育館のトレーニング室につきましては、竣工後

から同じ機器を使っておりまして、３０年を超えて

るということで、危険だというふうなことがありま

す。今回この条例を提案させていただいてますので、

可決後、利用者には来年の３月３１日でここは廃止

するというふうな通知をしたいなというふうに思

っております。近くには日高の東部健康福祉センタ

ーだとか、県立但馬ドームにトレーニング機能があ

るというふうなことで、よりここの施設を利活用で

きるような会議室に変更したいというふうに考え

ております。 

○委員長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 利用者は大体どの程度ぐらい

あったのかという、例えば日でもいいですし、月で

もよろしいんで。把握されてますか。 

○委員長（西田  真） 池内課長。 

○スポーツ振興課長（池内 章彦） 今の利用者につ

きましては、大体月平均４０人から５０人というふ

うな利用者になってます。 

○委員長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 先ほど説明がありましたよう

に器具の老朽化、これはもう全く論外の話であって、

危ないような老朽化したもの使ってけがでもされ

たら大変ですので、いたし方ないという思いはござ

いますけど、しっかりと利用者の方には説明をして

いただいて、このような形でこうなりますよという

ことをお願いしたいというふうに思います。それで

いいです、よろしくお願いします。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（井上 正治） はい。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。よろ

しいか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 それでは、討論に入ります。 

 まず、第１１５号議案について、討論はありませ

んか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） この利用料、利用料じゃなく

て、この料金の改正については、消費税増税という

ことで、１０７号議案同様の理由で反対をいたしま

す。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 賛成討論をいたします。 

 第３次行政改革大綱における受益者負担の適正

化ということを目的に、今回この見直しがされてお

るわけでございます。私も１０７号議案同趣旨によ
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り、よって、賛成の意見といたします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 賛成、反対の意見がありますので、挙手により採

決いたします。 

 第１１５号議案は、原案のとおり可決すべきこと

に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（西田  真） 賛成多数により、第１１５

号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 次に、第１１６号議案について、討論はありませ

んか。（「１１７号」と呼ぶ者あり） 

 １１６号議案。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） この引き上げの件については、

１０７号議案同様の理由で反対をいたします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 賛成討論をいたします。 

 １０７号議案同趣旨により、よって、賛成の意見

といたします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 賛成、反対の意見がありますので、挙手により採

決いたします。 

 第１１６号議案は、原案のとおり可決すべきこと

に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（西田  真） 賛成多数により、第１１６

号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 続いて、第１１７号議案について、討論はありま

せんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 学校施設の使用料の件に関し

て、１０７号議案同様の理由により、反対の討論と

いたします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 賛成討論をします。 

 １０７号議案同趣旨により、よって、賛成の意見

といたします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 賛成、反対の意見がありますので、挙手により採

決いたします。 

 第１１７号議案は、原案のとおり可決すべきこと

に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（西田  真） 賛成多数により、第１１７

号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 次に、第１１８号議案、豊岡市立健康福祉センタ

ーの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 社会福祉課、原田課長。 

○社会福祉課長（原田 政彦） それでは、議案書１

３５ページをごらんください。第１１８号議案、豊

岡市立健康福祉センターの設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例制定についてご説明を

いたします。 

 １３９ページの条例案要綱によりご説明をさせ

ていただきます。本議案は消費税率の引き上げ分を

使用料に転嫁するものでございます。豊岡健康福祉

センター、城崎健康福祉センター、竹野健康福祉セ

ンター、日高健康福祉センター、出石健康福祉セン

ター及び但東健康福祉センターの使用料並びに日

高東部健康福祉センターの利用料金の限度額を引

き上げようとするものでございます。附則につきま

しては、２に掲載のとおりでございます。今までの

説明と同じでございますので、省略いたします。 

 なお、１４０ページ以降に新旧対照表を添付して

おりますので、ご清覧をください。説明は以上です。 
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○委員長（西田  真） よろしいか。 

 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） １１８号議案においても、１

０７号議案の討論と同じ内容で、反対の討論といた

します。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 賛成討論をいたします。 

 １０７号議案の同趣旨により、よって、賛成の意

見といたします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 賛成、反対の意見がありますので、挙手により採

決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決すべきことに賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（西田  真） 賛成多数により、第１１８

号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 次に、第１１９号議案、豊岡市立老人福祉センタ

ーの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例制定について、ほか１件を一括議題といたしま

す。 

 なお、説明、質疑は一括で行い、討論、表決は個

別に行いますので、ご了承願います。 

 当局の説明を求めます。 

 高年介護課、恵後原課長。 

○高年介護課長（恵後原孝一） 高年介護課所管分の

第１１９号議案、第１２０号議案につきまして、ご

説明いたします。 

 それでは、議案書１４４ページをごらんください。

第１１９号議案、豊岡市立老人福祉センターの設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定

についてご説明いたします。 

 １４６ページをお願いします。改正の内容につき

まして、条例案要綱によりましてご説明いたします。

本議案は、消費税率の引き上げ分を使用料に転嫁す

るものであり、長寿園及び竹野老人福祉センターの

利用料金の限度額を引き上げようとするものです。

なお、附則第１項で、この条例は、令和２年４月１

日から施行することとしています。 

 なお、１４７ページ以降に新旧対照表を添付して

おりますので、ご清覧ください。 

 続きまして、議案書のほうは１４９ページをごら

んください。第１２０号議案、豊岡市立健康増進施

設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例制定についてご説明いたします。 

１５１ページをお願いします。改正の内容について

条例案要綱によりご説明いたします。本議案は、消

費税率の引き上げ分を使用料に転嫁するものであ

り、竹野多目的屋内運動広場、出石多目的屋内運動

場及び但東健康増進センターにおける使用時間に

係る利用料金の限度額を引き上げ、介護予防事業、

健康づくり事業等に関する事業以外に使用する場

合の利用料金の限度額に乗算される倍率を引き下

げようとするものです。なお、附則につきましては、

第１条でこの条例は令和２年４月１日から施行す

ることとしています。 

 １５２ページ以降に新旧対照表を添付しており

ますので、ご清覧ください。説明は以上です。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

 質疑を打ち切ります。 

 それでは、討論に入ります。 

 まず、第１１９号議案について、討論はありませ

んか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 第１１９号議案におきまして
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も、先ほどの１０７号議案の同様の趣旨により、反

対の討論といたします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 賛成討論を行います。 

 第１０７号議案と同趣旨により、よって、賛成の

意見といたします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 賛成、反対の意見がありますので、挙手により採

決いたします。 

 第１１９号議案は、原案のとおり可決すべきこと

に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（西田  真） 賛成多数により、第１１９

号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 次に、第１２０号議案について、討論はありませ

んか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 第１２０号議案におきまして

も、先ほどの１０７号議案同様の理由により、反対

の討論といたします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 賛成の討論をいたします。 

 第１０７号議案の同趣旨により、よって、賛成の

意見といたします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 賛成、反対の意見がありますので、挙手により採

決いたします。 

 第１２０号議案は、原案のとおり可決すべきこと

に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（西田  真） 賛成多数により、第１２０

号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 次に、第１２１号議案、豊岡市立総合健康ゾーン

健康増進施設の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 健康増進課、宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、１５４ペ

ージをごらんください。 

 第１２１号議案、豊岡市立総合健康ゾーン健康増

進施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例制定について説明いたします。 

 １５６ページをお願いします。改正の内容につき

ましては、条例案要綱により説明いたします。本議

案は、消費税の引き上げ分を利用料金の限度額に転

嫁することと、それから、スタジオ単体での利用限

度額を明確にするために改正しようとするもので

す。次に、附則第１項で、この条例は令和２年４月

１日から施行することとしています。説明は以上で

す。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） この１００何号やったやな。 

○委員長（西田  真） １２１。 

○委員（福田 嗣久） １２１号ですけれども、ウェ

ルストーク部分の、これも限度額の新設ですけども、

これについては団体のほう側は値上げされる予定

なんでしょうか。 

○委員長（西田  真） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） ウェルストークにつ

きましては、１０月１日の消費税改正のときからそ

の分は上げています。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） この金額で上がってるわけで

すか。 

○委員長（西田  真） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） これはあくまで限度

額ですので、実際の利用料金についてはもっと低い

金額になってます。以上です。 
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○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） もう一つ、月極めの五千何百

円だったかな、その料金があったと思いますけど、

これはどうされますか。 

○委員長（西田  真） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 月極めの分につきま

しても、以前は一般のレギュラーが５，９４０円で

したが、今は６，０５０円ということになっており

ます。以上です。 

○委員（福田 嗣久） はい、了解しました。 

○委員長（西田  真） 福田委員、よろしいか。 

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） １２１号議案におきましても、

１０７号議案同様の趣旨により、反対の討論といた

します。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 賛成討論を行います。 

 第１０７号議案同様の趣旨により、よって、賛成

の意見といたします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 賛成、反対の意見がありますので、挙手により採

決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決すべきことに賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（西田  真） 賛成多数により、第１２１

号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 次に、第１４３号議案、豊岡市立歴史博物館「但

馬国府・国分寺館」の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例制定についてを議題といたし

ます。 

 当局の説明を求めます。 

 教育総務課、橋本参事。 

○教育総務課参事（橋本 明宏） では、１４３号議

案でございます。議案書は２５１ページをごらんく

ださい。豊岡市立歴史博物館「但馬国府・国分寺館」

の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例制定についてでございます。 

 理由としましては、第３次行政改革大綱における

受益者負担の適正化に伴い、入館料の一部を引き上

げるもので、１１２号議案、１１３号議案でもござ

いましたものと同様に、市内の博物館、美術館等の

料金体系を統一するものでございます。 

 改正の内容につきましては、２５３ページの条例

案要綱をごらんください。１番、改正の内容でござ

います。小学生から高校生までの入館料を引き上げ、

大学生に係る入館料を一般の区分から高校生の区

分の入館料とし、区分の高校生とあるのを学生に改

めるというものであります。附則としまして、（１）

では、令和２年４月１日からの施行と、（２）では、

この条例の施行の日以後に許可を受ける入館につ

いて適用し、同日前に許可を受けている入館につい

ては、なお従前の例によることとしております。 

 ２５４ページには、新旧対照表を掲載しておりま

すので、ご清覧をいただければと思います。以上で

す。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 竹中委員。 

○委員（竹中  理） 入場料はわかったんですけど、

この中でいろんな体験があったと思うんですけど

も、それは値上げはどうされる予定でしょうか。 

○委員長（西田  真） 橋本参事。 

○教育総務課参事（橋本 明宏） 体験メニューの料

金につきましては、これまでどおり据え置きでと考

えております。 

○委員（竹中  理） はい、わかりました。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（竹中  理） はい。 
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○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 但馬国府・国分寺館ですけれ

ども、この料金が先ほど戻ってモンゴル館とか伊藤

清永、大体同じような状況なんですか。 

○委員長（西田  真） 橋本参事。 

○教育総務課参事（橋本 明宏） はい、その３館で

統一を図ったものでございます。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 一つ、小学校とか中学校の課

外教室なんかで使っておられる例はあるんでしょ

うか。 

○委員長（西田  真） 橋本参事。 

○教育総務課参事（橋本 明宏） 課外授業ですとか、

はい、ＰＴＡ行事などでご利用いただいてることは

ございます。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） その入場料について値上げに

なるわけですな。 

○委員長（西田  真） 橋本参事。 

○教育総務課参事（橋本 明宏） ここにはございま

せんが、減免の規定を設けておりまして、県内の

小・中学生につきましてはひょうごっ子ココロンカ

ードというのが配られておりまして、その提示で無

料で入館をいただいております。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） そうすると、先ほどの３館に

つきましては、ココロンカードでしたかいな、それ

で全て無料ということでよろしいんかな。 

○委員長（西田  真） 橋本参事。 

○教育総務課参事（橋本 明宏） はい、そのように

ご理解いただければと思います。 

○委員（福田 嗣久） はい、了解いたしました。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（福田 嗣久） はい、結構です。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。よろ

しいか。 

 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 第１４３号議案におきまして

も、１０７号議案同様の趣旨により、反対の討論と

いたします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 賛成の討論を行います。 

 １０７号議案同様の趣旨により、よって、賛成の

意見といたします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 賛成、反対の意見がありますので、挙手により採

決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決すべきことに賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（西田  真） 賛成多数により、第１４３

号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 ここで委員会を暫時休憩いたします。再開は１０

時４５分。 

午前１０時３２分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１０時４５分 委員会再開 

○委員長（西田  真） それでは、委員会を再開い

たします。 

 次に、第１４６号議案、豊岡市立国民健康保険資

母診療所の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 健康増進課、浅田参事。 

○健康増進課参事（浅田 英稔） 議案書の２６５ペ

ージをお願いいたします。第１４６号議案、豊岡市

立国民健康保険資母診療所の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例制定についてご説明

をいたします。 

 本案は、国民健康保険法の改正に伴いまして、引

用する項番号を改めるため、所要の改正を行うもの

でございます。内容につきましては、２６８ページ
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の新旧対照表によりご説明をいたします。 

 条例第１条中の国民健康保険法第８２条第３項

を、第８２条第７項に改めるものでございます。な

お、附則で、この条例は令和２年４月１日から施行

することとしております。説明は以上でございます。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１４６号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、第１５１号議案、豊岡市立小中学校適正規

模・適正配置審議会条例制定についてを議題といた

します。 

 当局の説明を求めます。 

 教育総務課、永井課長。 

○教育総務課長（永井 義久） ２８２ページをごら

んください。第１５１号議案、豊岡市立小中学校適

正規模・適正配置審議会条例の制定につきまして、

ご説明をさせていただきます。２８５ページの条例

案要綱に基づいてご説明をさせていただきます。 

 まず、１つ目の設置につきましてです。小・中学

校の適正規模・適正配置に関する計画を策定するた

めに審議会を置くというものでございます。２の所

掌事務でございます。審議会は教育委員会の諮問に

応じて、適正規模・適正配置等のことを審議して答

申をすることとしています。それから、３の組織で

ございます。委員会のメンバー構成でございますけ

ども、学識経験者、それから市民等としております

が、この内容につきましては、教育・保育関係者、

それから、市民の内訳としてＰＴＡ、子育てグルー

プ、区長会等を想定しております。その他、行政機

関の関係者ということで、子育てセンター、民生委

員さんということで、１８名以内を予定しています。

それから、４の任期でございます。任期につきまし

ては、任命の日から所掌事務終了する日までという

ことで、答申の日までとしております。２つ飛ばし

まして、部会でございます。審議会は必要に応じて

部会を置くということでございますが、地域ごとに

異なる内容もございますので、その内容に応じた部

会を開くということにしております。その他につき

ましては、ごらんのとおりでございます。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 審議委員の任命においては教

育委員会が任命するとありますけれども、今回の議

場でもいろいろと議論がありましたが、この第三機

関の任命というような議論もあったと思うんです

けれども、その考えは改めてありませんか。 

○委員長（西田  真） 永井課長。 

○教育総務課長（永井 義久） 教育委員会の任命と

いうことにつきましては、公共施設マネジメントと

切り離して、教育委員会の子供の視点で任命という

ことでございますし、その公平性の担保ということ

につきましては、地域の部会の中でいろんな意見を

聞いたり、それから、アンケート等もさせていただ

くこともあるかもわかりませんけども、そういった

意見を取り入れさせていただいて、公正な審議がで

きればというふうに思っています。 

○委員長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） この中にもありますように、

地域によってすごく内容が、地域性とか学校の規模

とかいろんな意味において地域性がすごくありま

すので、そこら辺での公平性をきっちりと担保して、

そういう全て網羅したような審議ができるような

委員さんを選ばれるような感じでの、そういう公正

な委員さんが任命されるという担保は何でしょう

か。 

○委員長（西田  真） 永井課長。 
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○教育総務課長（永井 義久） 公正な委員さんが担

保されるっていうことにつきましては、まず、豊岡

市、６地域もございますし、それから、６地域の中

でも特に極小規模と言われるところもありますの

で、特に極小規模と言われる、複式学級が特に進ん

でいる地域の区の方々、それから学校関係者、ＰＴ

Ａ等の方も入っていただき、全体的に地域性も見な

がら委員の任命をさせていただきたいと思います。 

 大きな議論をしていきますので、なかなか細かい

ところまでっていうことになりますと、先ほど申し

上げました部会の中で地域のことに応じた内容の

議論をさせていただきたいというふうに思ってい

ます。 

○委員長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 今もおっしゃいましたように、

すごく小さい規模の学校もたくさん今、出てきてま

すし、その地域性をしっかりと見ていただいて、部

会も重視していただきながら、ぜひいい内容になり

ますように、よろしくお願いいたします。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（上田 伴子） はい。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 本議会に引き続きですけれど

も、まず、審議会委員さんの選任でよく思うのが、

資料なんかつくられますわね、委員会前に。どうい

うかな、資料をなるべく早く提供してあげてほしい

なということが一つ。ここで考えたら、ここの文教

でもそうなんだけども、資料が前日ぐらいに届いて

見る間もないということになってくるんで、資料の

提出はできるだけ早く心がけていただきたいっち

ゅうことが一つと、それから、本会議で申し上げま

したけれども、委員の選任で、あんまり無理をする

こと、というのは、申し上げたように遠いとこの人

を選ぶと本当に大きな負担になるっちゅうことは

確かなんで、その辺の配慮、それからもう一つ、男

女共同参画で、５０％５０％って常に市長もよう言

われるんだけども、そんなことばっかりこだわっと

って審議ができなければ意味がないんで、余り形、

形で１％、５％こだわってする必要もないんではな

かろうかというふうに思っております。だから、参

加しやすい形をつくるということが第一義だとい

うふうに、大変大事な課題ですので、思っておりま

すんで、その辺も、もう決まってるんかもしれませ

んけども、配慮をしていただきたいということと、

先ほどおっしゃった部会のあり方ですけれども、１

８人で先ほどおっしゃったＰＴＡとか子育てのグ

ループとか、区長会とか、いっても本当に限られた

人になるんで、私は、これだけ大きな課題とすれば、

その部会のあり方っちゅうの、やっぱり地域ごとで

考えるべきなんだろうなというふうに思いますの

で、その途中途中に部会をつくるというのは、地域

での部会を設置していただきたいなということを

希望してるんですけど、その辺の考えはどうなのか

ということが、まず聞かせていただきたいです。 

○委員長（西田  真） 永井課長。 

○教育総務課長（永井 義久） まず１点目の資料の

配付につきましては、基本的には１週間前までには

お送りするように努めさせていただきたいと思っ

ていますし、最悪当日というものもあるかもわかり

ませんので、そのあたりはご容赦いただきたいと思

います。 

 それから、委員の選任についての遠方の方からと

いうことでございますが、本当に回数を、今年度に

つきましては２回まで、それから、２０２０年度に

つきましては最大５回程度というふうに考えてお

りますので、そのあたりはご容赦いただかなければ

ならないところがあるかもわかりませんが、学識経

験者につきましては、遠方の方を予定させていただ

いております。地域の方につきましては、本当に議

論する内容を重点に置きますので、遠方の方もご無

理を申し上げることがあるかもわかりません。想定

はしておりませんので、そのあたりは今後の中で検

討させていただきたいと思います。 

 それから、部会のあり方につきまして、地域性と

いうことですけども、今のところは必要に応じてと

いうことを考えておりますが、今の審議会のメンバ

ーの１８人を分けて部会というようなことには、な
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らないというふうに思っています。部会のほうにも

入っていただく委員もあろうかと思いますが、基本

的には部会のほうについては、その地域のことをよ

り詳しくご存じであったり、具体的に意見とか課題

とかをご存じのある方に入っていただいたほうが、

より深い議論ができるというふうに思っています

ので、全く関係ない地域のほうからその議論をする

ということは余り意味がないというふうにも思っ

ておりますので、そのあたりは地域性といいますか、

地域の内容をご存じの方に入っていただいて部会

をつくっていきたいというふうに今のところは考

えています。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） それと、もう一つ、守秘のこ

とも聞かせていただいて、確かに名前出してしまっ

たらちょっと問題があるなという気がするんです

けれども、やっぱり途中経過で情報を出す場合、名

前を消していただいたりして、やっぱりどういう議

論になってるかということも情報開示をすべきだ

ろうなというふうに思いますので、その辺も配慮し

ていただきたいということを一つと、それから、ま

ず、考え方として、もう例えはっきり言いますけど

も、但東町であれば３小を１つにというようなこと

になりますわな。そういう単純な想定をまず考えて

もらえるのか。単純なというか、もう理屈の上で、

但東町だったら３つを１つにするというのが妥当

なとこだと思うけども、出石の場合だったら、例え

ば寺坂をどこへひっつけるかという問題になって

くると思うけど、先に言うてしまったらぐあい悪い

けどね。そういう単純な形を考え、旧の町域で縛っ

ていくような、そういうお考えなのか、少し触れて

いただいたらと思いますけど。 

○委員長（西田  真） 永井課長。 

○教育総務課長（永井 義久） まず、委員会の守秘

義務の関係です。第１回目の審議会につきましては、

まず、市内全域のいろんな課題を出させていただき

ますので、そのあたりは公開の会議になろうかと思

っています。内容に応じては非公開の部分があるか

もわかりません。２回目以降につきましては、基本

的に具体的な中身をご議論いただいて、自分の地域

の出身の委員が後ろ向きのことを言っとるってい

うようなことで、誹謗中傷ってことがあるかもわか

りませんので、そのあたりは、会議は基本的に傍聴

なしの非公開とさせていただきますけれども、資料、

それから委員の名前を伏せて、会議録というものは

公開というか、ホームページで出していきたいとい

うふうに思っています。 

 それから、２つ目に言われた、単純に３つの学校

を１つにっていうことではなく、場合によってはそ

ういうこともあるかもわかりませんけども、夢のあ

るというようなこともあろうかと思いますので、少

し足し算では、くっつけるという部分だけではなく

って、新たなものを付加するということも考えなが

ら、中身につきましては検討していきたいと思って

います。具体的なことはこれからになりますので、

内容についてはお答えできるところはございませ

ん。 

○委員（福田 嗣久） はい、わかりました。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） もう一つ。常に言われており

ます複式学級の弊害ということを、余り私自身はよ

くわかりませんので、全国的な考え方というか統計

の中で、複式学級になると学力が落ちる、そういう

傾向があるんでしょうか。これは専門家のことなん

でしょうけども。この辺はどうなんでしょう。あん

まり細かいとこじゃなくて、広く見て。 

○委員長（西田  真） 飯塚課長。 

○こども教育課長（飯塚 智士） 済みません、こど

も教育課、飯塚です。 

○委員長（西田  真） はい、どうぞ。 

○こども教育課長（飯塚 智士） 済みません、今、

複式学級についてのお尋ねがありました。複式学級

の授業の様子はご存じのとおり、２学年同時に同じ

教室で１人の教員が授業をするということをやっ

ております。なので、まず、教員にとっての負担は

２教科の教材研究を常にしていかなければならな

いということ。そのためには、当然放課後等の時間

は準備にとられてしまう。それから、学年によって
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特質が違いますので、片方の学年の授業をしていて、

その間は後ろで待っている、またずらして次に行く、

ということは、教師はこの教材研究以上に子供たち

の特質に応じた話し方等々をしていかなければな

らないということを考えますと、教材研究の時間は

単学級に比べて当然短くなるということは予想さ

れます。 

 それから、あと、必要な学力として子供たちが話

し合いに応じて対応力を身につけていくというも

のもあるんですが、複式学級の場合、最大でも７人

程度ぐらいしかおりませんので、基本的には多くの、

今現状の複式では２人、３人のところが多いですの

で、なかなか対話を持って答えを導き出していく、

もしくは人と違う考え方を聞いていくっていうこ

とはできません。そのために教員は何をしているか

というと、教員自体がその子と違った考えを出した

りして考えさせるということをやっておりますが、

やはりそのあたりには限界があるのかなというふ

うに思っています。となりますと、通常の学級と複

式の学級において、そういった対話によって身につ

ける力というのはつきにくいと考えております。 

 それと、あとは、教師のかけれる時間が単学級に

比べて半分になってしまう。ということは、基礎的

な学力につきましても、半分の時間しか見れていな

いという現状があります。そのあたりについても非

常に難しい課題があるのかなと。ただ、一様に、だ

からつかないとかつくということは言えないかな

というふうには思っております。以上です。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（福田 嗣久） はい、わかりましたけど、難

しいなと思って聞いておったんだけどね。頑張って

ください。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 田中副委員長。 

○委員（田中藤一郎） 短目に。まず、どうしても我々

も非常に関心がある部分であるので、議会の報告並

びにそういった意見交流会みたいな部分があるの

かないのか、考えられてるのか、一つ教えていただ

きたいっていうのと、あと、部会制というふうな部

分では大体どれぐらいの人数を考えられているの

かということと、もう１点、やっぱり部会の上がっ

てくる内容に関しまして、審議会ではどうしても埋

没する可能性も非常にあるのではないかなという

ような部分で、やっぱりそういったところの担保的

な部分をどのようにして考えられてるのかという

ことをお願いしたいなと。 

 それから、もう１点だけ、済みません。審議会で

は各地域ごとにはしっかりとメンバーには入って

いただけるかどうかを教えてください。 

○委員長（西田  真） 永井課長。 

○教育総務課長（永井 義久） 議会報告につきまし

ては、まず、答申前後になろうかと思いますし、大

きく何らかの変化といいますか、情報提供させてい

ただく機会はその都度持たせていただきたいとい

うふうに思っています。 

 それから、部会の人数につきましては現在のとこ

ろ想定はしておりませんが、本当に議論の必要な方

に入っていただくようなことで部会を開かせてい

ただきたいというふうに思っています。ひょっとし

たら地域によって、入っていただくメンバーが変わ

ってくる可能性もありますので、そのあたりは柔軟

に考えたいと思います。 

 それから、部会と審議会との関係といいますか、

埋没しないかというようなことですけども、そのあ

たりは審議会のメンバーさんでありますとか、当然

事務局である教育委員会のほうも入ってきますの

で、部会で話されたことが審議会にも伝わり、その

ことにどう対応していくかっていうことも十分審

議会の中の議論というふうに置きかえて話を進め

ていきたいというふうに思っています。 

 それから、もう一つ、ごめんなさい、メン……（「審

議会に各地域の」と呼ぶ者あり）各地域、はい、恐

れ入ります。市内６地域ございますので、そのあた

りをやっぱり入っていただけるような配慮といい

ますか、考えて進めたいと思っておりますが、特に

学校の極小規模があるような学校の地域というと

ころを中心に考えたいというふうに思っています。

ちょっと今、具体的にメンバー構成、検討を進めて
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いる最中ですので、具体的にどこがっていうことは

説明できるものがございませんけども、そのあたり

は全地域を配慮して、極小規模、小規模の方が入っ

ていただけるような審議会にしたいというふうに

思っています。 

○委員長（西田  真） 田中副委員長。 

○委員（田中藤一郎） しっかりとよろしくお願いし

ます。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（田中藤一郎） はい。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） １件お聞きしたいんですけど

も、この少子化というのが非常に今のような課題を

持ってるんですけども、実は小規模校が生き残る方

策としてさまざまな地域で、例えば、どう言ったら

いいんかな、小規模特認校みたいな形かな。例えば

この近くだったら竹野南小学校だとか、高校でいえ

ば村岡高校みたいに、何か特化したいうようなこと

が実際行われてると思うんですけども、市としては

そのような取り組みを今後考えられていくのかど

うか、その辺の方向性というのは何かお持ちなのか、

ちょっとお尋ねします。 

○委員長（西田  真） 永井課長。 

○教育総務課長（永井 義久） 学校選択制っていう

部分の一つに小規模特認校っていうのがあるかと

思います。養父市もそうですけども、神戸のほうで

も六甲のほうでそういったことをされてる学校が

ございます。基本的に１０人前後の学年の中で、数

名をほかの地域から何か募集するみたいなところ

があって、本当に人口減少といいますか、その部分

を解消するような制度ではないのではないかって

いうことやら、メリットもありましょうけども、デ

メリットっていいますか、ほかの地域からの通学の

手段でありますとか、市ではできなかった場合に保

護者が送迎するとか、いろんな課題が、広い地域で

すので、出てくるかと思いますが、そのあたりで今

のところ検討ということはしておりませんが、非常

に豊岡の部分ではメリット、ほかの地域の状況見と

りましても人口減少そのものを解消するような手

段にはなっておりませんっていうのが見えてきて

おりますし、非常に検討材料として言えるかどうか

っていうことは後ろ向きかなというふうには思っ

ております。 

○委員長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） そういう事例をやはり一度、

いろんなとこでやっとられるような事例があると

思いますので、やるやらない別として、こういう事

例があるということについては、やはり皆様にこん

な事例もありますよということは提示していただ

いて、議論の中の項目として上げていただく必要は

あるかなというふうな思いでおります。 

 それからもう１点、例えば審議委員会の皆さんの

選出について、大体現実の小学校のＰＴＡだとかの

方の親御さんが出てこられるとは考えられるんで

すけども、実は次の、その下の保育園の保護者等の

選任ということも、私は次の小学校のステップアッ

プするにしても、やはり次の小学校に入るお子さん

をお持ちですので、その辺の委員としてのお願いも

するべきではないかなと思いますけど、その辺の考

えはいかがですか。 

○委員長（西田  真） 永井課長。 

○教育総務課長（永井 義久） 恐れ入ります、保護

者の代表の中には、おっしゃられた就学前の保護者

も入っていただくようにしておりますし、全く別の

子育てグループというところからも参加いただこ

うというふうには思っています。 

○委員（井上 正治） はい、わかりました。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（井上 正治） はい。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） １点確認というか、第１回の

審議会は公開でということで、傍聴もできるという

ことでしょうか。 

○委員長（西田  真） 永井課長。 

○教育総務課長（永井 義久） はい、具体的な中身

に入りますまでの前段の豊岡市の課題であります
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とか、そういった、児童数とか、小規模校の現状で

ありますとか、複式とか、豊岡市の取り組みみたい

なものから入らせていただいて、まず情報共有、課

題の認識っていうものをさせていただくような会

議になろうかと思っていますので、その部分は公開

というふうに考えております。 

 はい、済みません。まず、前段の中で公開、非公

開ということを諮らせていただいて、非公開事案と

いうものが第１回の中でも、もしあるようなことが

ありましたら、その部分だけは傍聴の方は退出いた

だいて、非公開というふうなこともあろうかと思い

ますので、そのあたりは会議の中で、前段で判断と

いいますか、させていただけたらというふうに思い

ます。 

○委員長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） もう１点。２回目以降は非公

開で、委員の名前を伏せて審議会の内容を会議録と

してホームページなどに載せるということでした

が、大体審議会終了後どれぐらいで載せられるんで

しょうか。 

○委員長（西田  真） 永井課長。 

○教育総務課長（永井 義久） 想定で、ちょっとは

っきりと申し上げられまけんけども、議論の中身の

部分によりまして変わってくるかと思っています。

会議録のテープ起こしというものを今のところは

事務局の職員の中ですることにしておりますので、

できるだけ早く、１週間ということは申し上げにく

いですけども、できるだけ早く対応させていただく

ようなことはしたいというふうに思っています。 

○委員長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） できるだけ早くお願いします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。よろ

しいか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決すべ

きものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１５１号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、第１５５号議案、令和元年度豊岡市国民健

康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第３号）

ほか１件を一括議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 市民課、定元課長。 

○市民課長（定元 秀之） ３５９ページをごらんく

ださい。第１５５号議案、令和元年度豊岡市国民健

康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第３号）

についてご説明いたします。 

 本案は、第１条で歳入歳出予算の総額に、歳入歳

出それぞれ９７６万６，０００円を追加し、予算の

総額を８７億１，４４０万６，０００円とするもの

です。また、第２条では債務負担行為を設定してい

ます。 

 ３７５、３７６ページをごらんください。歳出補

正予算総括表によりご説明いたします。総務費の１

５９万１，０００円の増額は、人件費並びに制度改

正によるシステム改修の業務の増額及び本年度実

施したファイアウオール更新業務の不用額の減額

によるものです。保健事業費の６万２，０００円の

増額につきましては、人件費に係るものです。基金

積立金の８１１万３，０００円の増額は、県支出金

や一般会計繰入金を精算した後、剰余金等を財政調

整基金に積み立てるものです。 

 戻っていただきまして、３７３、３７４ページの

歳入補正予算総括表をごらんください。国民健康保

険税の６万２，０００円の増額は、財源調整分です。

県支出金の２８５万２，０００円の増額は、本年度

の特定健康診査負担金が確定したこと、並びに制度

改正によるシステム改修の補助金です。繰入金６８

５万２，０００円の増額は、人件費、本年度の財政

安定化支援事業交付税が確定したことによる増額。

ファイアウオール機器の更新実施による不用額の

減額です。 
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 次に、債務負担行為の設定についてです。３６２

ページをごらんください。業務内容としましては特

定健康診査業務で、毎年実施していますすこやか健

診について、令和２年度の実施に当たり今年度中に

契約を締結する必要があることから債務負担行為

を設定するもので、期間を令和２年度、限度額を４，

６８２万６，０００円と定めるものであります。説

明は以上です。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。第１５５号議案及び第１５６

号議案は、原案のとおり可決……（「まだ１５５号

議案だけ」と呼ぶ者あり）１５５号議案だけ。（「は

い」と呼ぶ者あり）１５６号議案も続けてやってく

ださいって言いましたよね。 

○市民課長（定元 秀之） 済みません、失礼します。 

 では……。 

○委員長（西田  真） ちゃんと聞いてもらわな困

りますんで。 

○市民課長（定元 秀之） はい、済みません、済み

ません。 

 ３７８ページをごらんください。第１５６号議案、

令和元年度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計補

正予算（第２号）についてご説明いたします。 

 本案は、第１条で歳入歳出予算の総額に、歳入歳

出それぞれ１８８万４，０００円を減額し、予算の

総額を１２億７，０２１万３，０００円とするもの

です。 

 ３８０ページをごらんください。歳出の主な内容

につきましては、第１表によりご説明いたします。

総務費の１８８万４，０００円の減額は、人件費の

増額並びに本年度実施したファイアウオール更新

業務の不用額よる減額です。 

 戻っていただきまして、３７９ページをごらんく

ださい。歳入の繰入金１８８万４，０００円の減額

は、事務費繰入金の減額並びに人件費の増額です。

説明は以上です。よろしくご審議賜りますよう、お

願いします。済みませんでした。 

○委員長（西田  真） 終わりましたね。 

○市民課長（定元 秀之） はい、済みませんでした。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。第１５５号議案及び第１５６

号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定して

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１５５号議案及び第１５６号議案は、いず

れも原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。 

 次に、第１５７号議案、令和元年度豊岡市介護保

険事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたし

ます。 

 当局の説明を求めます。 

 高年介護課、恵後原課長。 

○高年介護課長（恵後原孝一） それでは、３９０ペ

ージをごらんください。第１５７号議案、令和元年

度豊岡市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

についてご説明いたします。 

 本案は、第１条で歳入歳出予算の総額に、それぞ

れ８７２万７，０００円を追加し、総額をそれぞれ

１００億１，４５９万円とするものです。 

 第２条で債務負担行為を設定しています。３９３

ページをごらんください。第２表債務負担行為です

が、老人福祉計画・第８期介護保険事業計画策定支

援等業務について、期間を令和２年度、限度額を４

２９万円とするものです。 

 補正の主な内容につきまして、事項別明細書でご
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説明いたしますので、４００ページをお願いします。

まず、歳出ですが、総務費５６万５，０００円の補

正は、次年度に策定します老人福祉計画・第８期介

護保険事業計画に関し、基礎資料となります市民ニ

ーズや介護サービスの必要量を把握するために実

施します市民アンケートに要する費用です。この市

民アンケートは来年３月下旬ごろに送付したいと

考えております。次に、保険給付費につきましては、

それぞれ年度末の給付必要額を推計して、介護サー

ビス等諸費の分を２，０６０万円減額し、不足が見

込まれる介護予防サービス等諸費６３０万円と、１

枚めくっていただいて、一番上の枠の高額介護サー

ビス費１，４３０万円を増額し、総額は変えずに予

算を組み替えるものです。高額介護サービス費の増

額補正につきましては、昨年８月の制度改正で利用

者負担割合に３割負担が導入されたため、高額介護

サービス費の上限額を超える支給対象者が増加し

ていることによるものです。 

 次に、２枠目からの地域支援事業費ですが、４０

３ページ、説明欄の真ん中どころの予防給付基準通

所介護事業費の４００万１，０００円の増額につい

ては、１人当たりの月額単価のほうが計画時の単価

より下回ってはおりますけれども、利用者がふえて

いるということがありまして、予算不足が見込まれ

るため補正するものです。 

 また、４０５ページ、上から４行目の食の自立支

援事業費１４９万２，０００円の増額につきまして

も利用者の増加に伴うもので、年間配食数を見込ん

で補正するものです。その下の太枠にあります還付

金１００万円につきましては、所得更正等による過

年度保険料の過誤納に対する償還金の増加に対応

するためのものです。 

 戻っていただきまして、３９８ページをごらんく

ださい。歳入をご説明いたします。繰入金の一般会

計繰入金１４０万８，０００円及び基金繰入金６４

６万２，０００円の増額につきましては、地域支援

事業費及び総務費等の増額等に対応するものです。

一番下の太枠、諸収入は、食の自立支援事業の利用

者がふえているということに伴う利用者負担金の

増額です。説明は以上です。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１５７号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、第１５８号議案、令和元年度豊岡市診療所

事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたしま

す。 

 当局の説明を求めます。 

 健康増進課、浅田参事。 

○健康増進課参事（浅田 英稔） 議案書の４０６ペ

ージをお願いいたします。第１５８号議案、令和元

年度豊岡市診療所事業特別会計補正予算（第２号）

についてご説明をいたします。 

 本案は、第１条で歳入歳出予算の補正の款項の区

分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算補正によるこ

ととしております。 

 ４０７ページ、４０８ページをお願いいたします。

款項ごとの金額にそれぞれ増減はありますけれど

も、合計では歳入歳出とも増減はなく、総額はそれ

ぞれ２億８，６０７万６，０００円としております。 

 補正予算の内容は、事項別明細書によりご説明を

いたします。４１６ページをお願いいたします。ま

ず、歳出ですけども、豊岡休日急病診療所費の医業

費１１７万４，０００円の増額につきましては、医

薬品の購入、また、医療用備品の更新を行うものと

なっております。森本診療所費の負債利子、また、

但東歯科診療所費の人件費及び一般管理費につき

ましては、失効見込みにより減額を行うものです。 

 １枚めくっていただいて、４１８ページ、但東歯
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科診療所費の医業費につきましては、医薬材料費と

歯科技工業務委託料の追加が必要となったための

増額を行うものとなっております。 

 戻っていただきまして、４１４ページをお願いい

たします。歳入の内訳につきましては、豊岡休日急

病診療所、森本診療所及び但東歯科診療所の収入は、

それぞれ失効見込みによりまして、一般会計繰入金

の補正を行うものでございます。説明は以上です。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 但東歯科診療所の減額補正さ

れてますけれども、利用の状況はいかがですか。 

○委員長（西田  真） 浅田参事。 

○健康増進課参事（浅田 英稔） 今現在、週１回木

曜日、診療を行っております。大体患者の数ですけ

れども、２０名前後お見えになっております。以上

です。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） その２０名で木曜日というこ

とで、大体これ、うまく回ってるような状況ですか。 

○委員長（西田  真） 浅田参事。 

○健康増進課参事（浅田 英稔） 診療所のほうにお

聞きしますと、あの規模、スタッフの中では大体２

０名、多くても２５名以内でないとちょっと内容が

厳しいというふうな状況の中で、日程等をずらしな

がら、週１回の診療で対応をしていただいてるとい

うふうな状況です。 

○委員（福田 嗣久） はい、わかりました。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（福田 嗣久） はい、よろしいです。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１５８号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、第１６６号議案、令和元年度豊岡市国民健

康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第４号）

を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 市民課、定元課長。 

○市民課長（定元 秀之） 追加議案書の６９ページ

をごらんください。第１６６号議案、令和元年度豊

岡市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予

算（第４号）についてご説明いたします。 

 本案は、第１条で歳入歳出予算の総額に、歳入歳

出それぞれ４７万９，０００円を追加し、予算の総

額を８７億１，４８８万５，０００円とするもので

す。 

 まず、歳出の内容につきまして説明いたします。

７８、７９ページをごらんください。上の枠の１款

総務費、１目一般管理費４２万３，０００円の増額、

並びに下の枠の８款保健事業費、１目特定健康診査

等事業費５万６，０００円の増額は、給与改定に伴

う人件費です。歳出につきましては以上です。 

 次に、歳入の内容を説明いたします。１ページ戻

っていただきまして、７６、７７ページをごらんく

ださい。まず、１款国民健康保険税、１目一般被保

険者国民健康保険税の５万６，０００円の増額は、

人件費の増額によるものです。その下の６款繰入金、

１目一般会計繰入金４２万３，０００円の増額につ

きましては、人件費の増額に伴う一般会計からの繰

入金です。以上でございます。よろしくご審議賜り

ますよう、よろしくお願いします。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１６６号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、第１６７号議案、令和元年度豊岡市国民健

康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算（第２号）

を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 健康増進課、浅田参事。 

○健康増進課参事（浅田 英稔） それでは、追加議

案書の８２ページをお願いいたします。第１６７号

議案、令和元年度豊岡市国民健康保険事業特別会計

（直診勘定）補正予算（第２号）についてご説明を

いたします。 

 本案は、第１条で歳入歳出予算の総額に、歳入歳

出それぞれ３万６，０００円を追加し、予算の総額

をそれぞれ９，０８１万９，０００円とするもので

ございます。この補正予算につきましても、人事院

勧告に準じて勤勉手当の改定に伴う補正で、歳入は

一般会計繰入金で措置するものでございます。説明

は以上です。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１６７号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、第１６８号議案、令和元年度豊岡市後期高

齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）を議題と

いたします。 

 当局の説明を求めます。 

 市民課、定元課長。 

○市民課長（定元 秀之） 追加議案書の９５ページ

をごらんください。第１６８号議案、令和元年度豊

岡市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３

号）についてご説明いたします。 

 本案は、第１条で、歳入歳出の予算の総額に、歳

入歳出それぞれ８万５，０００円を追加し、予算の

総額を１２億７，０２９万８，０００円とするもの

です。 

 それでは、歳出の内容につきまして説明いたしま

す。１０４、１０５ページをごらんください。１款

総務費、１目一般管理費８万５，０００円の増額は、

給与改定に伴う人件費です。歳出につきましては、

以上です。 

 続きまして、歳入です。１ページ戻っていただき

まして、１０２、１０３ページをごらんください。

４款繰入金、３目その他一般会計繰入金の８万５，

０００円の増額は、職員給与費に係る一般会計から

の繰入金です。以上でございます。よろしくご審議

賜りますよう、よろしくお願いします。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１６８号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、第１６９号議案、令和元年度豊岡市介護保

険事業特別会計補正予算（第４号）を議題といたし

ます。 

 当局の説明を求めます。 
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 高年介護課、恵後原課長。 

○高年介護課長（恵後原孝一） それでは、追加議案

書の１０８ページをごらんください。第１６９号議

案、令和元年度豊岡市介護保険事業特別会計補正予

算（第４号）についてご説明いたします。 

 本案は、第１条で歳入歳出予算の総額に、歳入歳

出それぞれ５０万４，０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ１００億１，５０９万４，０

００円とするものです。今回の補正予算につきまし

ては、人事院勧告に準じて、職員の給料月額及び勤

勉手当の支給割合等の改定に伴う補正で、歳入は一

般会計繰入金で措置するものです。説明は以上です。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１６９号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、第１７０号議案、令和元年度豊岡市診療所

事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたしま

す。 

 当局の説明を求めます。 

 健康増進課、浅田参事。 

○健康増進課参事（浅田 英稔） それでは、追加議

案書の１２３ページをお願いいたします。第１７０

号議案、令和元年度豊岡市診療所事業特別会計補正

予算（第３号）についてご説明をいたします。 

 本案は第１条で、歳入歳出予算の総額に、歳入歳

出それぞれ１６万５，０００円を追加し、予算の総

額をそれぞれ２億８，６２４万１，０００円とする

ものでございます。この補正につきましても、人事

院勧告に準じて勤勉手当の改定に伴う補正で、歳入

については一般会計繰入金で措置をするものでご

ざいます。説明は以上です。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１７０号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

 ここで委員会を暫時休憩いたします。 

   午前１１時３４分 委員会休憩 

──────────────────── 

   午前１１時３４分 分科会開会 

○分科会長（西田  真） ただいまより文教民生分

科会を開会いたします。 

 それでは、第１５４号議案、令和元年度豊岡市一

般会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

 当局の説明は、組織順の課単位で一気に説明をお

願いいたします。 

 なお、説明は歳出、続いて所管に係る歳入、債務

負担行為の順でお願いいたします。 

 説明に当たっては資料のページ番号をお知らせ

ください。 

 なお、質疑は全部署の説明が終わった後に一括し

て行います。 

 それでは、地域コミュニティ振興部から順に説明

をお願いいたします。 

 どうぞ。 

○生涯学習課長（大岸 和義） 議案書は２９７ペー

ジをごらんください。第１５４号議案、令和元年度

豊岡市一般会計補正予算（第４号）について説明を

いたします。資料は３０１ページをごらんください。

生涯学習課が担当します補正予算につきましては、
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今回は債務負担行為のみでございます。この表に従

いまして説明をさせていただきます。 

 まず、この表のうち、上から１０段目、子どもた

ちが豊岡で世界と出会う音楽祭開催事業について

説明いたします。第７回、２０２０年度の開催に向

けまして、委託業者との協議、それから開催案内を

年度内に着手する必要がありますために、令和２年

度、２０２０年度における債務負担限度額７０９万

２，０００円を設定するものでございます。 

 それから、続いて下から８行目、子どもの野生復

帰事業でございます。こちらの事業は平成３０年度

から受託業者を公募しておりまして、令和２年度、

２０２０年度当初から体験プログラムを展開する

ためには、受託業者の募集から決定、参加者の募集

などを年度内に行う必要がありまして、それに伴い

ます債務負担限度額９１９万８，０００円を設定す

るものでございます。 

 それから、下から５行目でございます。エベレス

ト登頂５０周年記念フォーラム共催事業について

説明いたします。令和２年、２０２０年は、故植村

直己氏が日本人として初めてエベレストに登頂し

てから５０年になります。これを記念し、日本山岳

会と共催で、日高農村環境改善センターをメーン会

場に、来年５月９日、フォーラムを開催することに

なりました。ついては、地元で使います費用につき

まして、地元で行います準備を年度内に始める必要

がございますので、債務負担限度額３０万円を設定

するものでございます。説明は以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○文化振興課長（米田 紀子） 同じく文化振興課は

債務負担行為の補正のみですので、同じ３０１ペー

ジで説明をさせていただきます。 

 下から９行目でございます。文化芸術創造交流事

業３９万９，０００円です。来年度の豊岡アートシ

ーズン２０２０につきまして、今年度と同様６月ス

タートとする予定のため、パンフレットなどの経費

について今年度から着手する必要があるため、必要

な経費を計上しております。説明は以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○文化振興課参事（小川 一昭） 私からは、市民会

館等自主事業の債務負担行為に関して説明させて

いただきます。３０１ページ、下から６行目をごら

んください。市民会館等自主事業につきましては、

市民会館の旧事業の予算として、令和２年度の債務

負担行為で２，２８２万２，０００円を計上いたし

ております。来年度もプロの演奏家等によるお出か

け訪問コンサートや、音楽レクチャーなどを予定し

ております。来年度早々には事業趣旨にかかれるよ

う、今年度から着手しなければ間に合わないような

契約、また、プログラム等のために計上するもので

す。説明は以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○新文化会館整備推進室長（櫻田  務） 同じく債

務負担行為の補正、下から７段目でございます。新

文化会館整備事業９，７５１万７，０００円でござ

います。内容につきましては、来年度実施する基本

設計業務８，４９６万６，０００円と技術支援業務

費１，２５５万１，０００円でございます。 

 内容についてご説明させていただきます。 

 基本設計業務につきましては、新文化会館のよう

なホールの設計というのは建築基準法や消防法、非

常に難しい建物でございます。また、照明、音響な

どについても、技術的、専門的な知識が必要となり

ますので、入札方法を通常の価格競争ではなくて、

設計者の能力を評価する公募型プロポーザルを予

定しております。 

 しかしながら、その手続には約４カ月要します。

基本設計業務の標準工期っていうのは、大体１１カ

月でございますので、当初予算では繰り越しせざる

を得ない状況となりますので、債務負担行為によっ

て早期に入札日を進めさせていただくものでござ

います。 

 続いて、技術支援業務ですけども、先ほどご説明

いたしましたとおり、技術的、専門的に相当な知識

と経験を要しますが、本市はホールを整備した経験

が余りございません。今後、設計を進めていく上で、

技術的、専門的な事項について審査、決定する際に、

設計者の視点や考え方に偏った計画にならないよ
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うに、知識、経験を有する中立的な立場の専門家に

アドバイスを受けるために、技術支援業務っていう

ものを委託する考えでおります。 

 また、本業務において、先ほどご説明いたしまし

た基本設計の公募型プロポーザルに必要な仕様書

とか実施要領の作成支援を受けることを想定して

おりますので、基本設計業務と同じように、債務負

担行為により早期入札準備を進めるものでござい

ます。 

 また、財源につきましては、基本設計業務に含ま

れる現況測量業務と土質調査業務の費用１，８９１

万５，０００円について、公共施設等適正管理推進

事業費を活用する考えでおります。以上でございま

す。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○スポーツ振興課長（池内 章彦） ３４４ページを

お願いします。 

 議案書の３４４ページの一番上ですけども、こう

のとりスタジアム管理費ですが、夜間照明設備のＬ

ＥＤ化等改修工事の実施設計の入札減を減額する

とともに、敷地内の樹木の枝が市道文教府戸牧団地

線を覆っているため、樹木の枝伐採のための業務委

託料を計上しております。 

 続きまして、３０１ページ、債務負担行為のペー

ジをお願いします。（「何ページ」と呼ぶ者あり）

３０１ページ。 

 債務負担行為です。一番下から４枠目です。オリ

ンピック・パラリンピック推進事業費ですけども、

ボート競技におけるドイツ代表チーム、スイス代表

チームの事前合宿の受け入れ、聖火リレーの豊岡市

内での実施に向けて設立をしました、とよおか２０

２０スポーツ実行委員会及び東京２０２０オリン

ピック聖火リレー豊岡市実行委員会に対する負担

金として、１，７２９万４，０００円を限度額とす

る債務負担をお願いするものです。 

 内訳と内容ですけども、聖火リレーの実施につき

ましては、出発式のセレモニー、それから市役所市

民広場での到着式のセレモニー、約２．５キロメー

トルにわたるリレーの運営、リレーランナー及び組

織委員会関係者が集合し、打ち合わせや報道取材を

受ける場所の運営、プロの警備員による警備、また、

広報等の経費として９８８万５，０００円。事前合

宿の受け入れに係る選手の輸送、通訳、警備、歓迎

セレモニー、市民との交流会等の経費として７４０

万９，０００円を予定をしております。 

 その下の城崎ボートセンター管理事業費につき

ましては、事前合宿における練習環境を整備するた

めに、トレーニング機器のローイングエルゴメータ

ー、ボートコース２，０００メートルを設置するた

めのコースブイ、コーチが乗車するカタマランボー

トの購入を行って確実な練習環境を整備するとと

もに、オリンピック後にもボート競技普及に資する

備品として、４５１万７，０００円を限度額とする

債務負担をお願いするものです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） 市民課は歳出のみです。 

 ３２２ページをごらんください。一番下の枠の説

明欄、下から４行目の国民健康保険事業特別会計

（事業勘定）繰出金の６８５万２，０００円の増額

は、人件費、財政安定化支援事業交付税算入額の増

額及び本年度実施したファイアウオール機器更新

の不用額による減額です。 

 次に、３２４ページをごらんください。下の枠の

説明欄、上から５行目の後期高齢者医療事業費６２

９万２，０００円の増額は、平成３０年度兵庫県後

期高齢者医療広域連合に係る療養給付費負担金の

確定による増額並びに令和元年度共通経費負担金

の確定による減額によるものです。 

 その下の後期高齢者医療事業特別会計繰出金の

１８８万４，０００円の減額は、本年度実施したフ

ァイアウオール機器の更新の不用額による減額並

びに人件費、平成３０年度国庫補助金精算による増

額です。 

 市民課からは以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生活環境課長（今井 謙二） ３３０ページをお願

いします。真ん中の枠の下の部分です。じんかい処
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理事業費のうち、北但行政事務組合の負担金を２，

２２４万９，０００円減額するものです。 

 これは、北但行政事務組合の予算において、前年

度決算の繰越金確定等により、負担金が減額された

ことによるものです。 

 次に、債務負担行為の分ですけど、３０１ページ

をお願いします。真ん中あたりになりますが、指定

ごみ袋等作製業務についてです。 

 ４月からの納品を受けるため、作製に日数が必要

となりますので、債務負担を限度額４，０９０万円

で設定するものです。 

 市民生活部は以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） それでは、３２２ペ

ージ、一番下をごらんください。知的障害者福祉事

業費５２万３，０００円について説明いたします。 

 ３２４ページの一番上をごらんください。まず、

手数料１７万３，０００円につきましては、老朽化

が進みます指定管理施設である日高共同作業所の

建物を指定管理期間が終了に伴い除却しまして、除

却後は、日高共同作業所が現在地にて建てかえを行

い、事業を継続実施されます。 

 現在地は市の所有の用地でありまして、貸し付け

ではなくて、譲渡を希望されております。そのため、

土地鑑定が必要となることから、鑑定手数料として

増額補正をするものです。 

 また、登記業務３５万円につきましては、今回必

要とされます部分の約３８０平米の土地の分筆登

記費用として増額補正をするものでございます。 

 その３行下の障害者（児）の自立支援給付事業費

でございます。 

 まず、手数料７万４，０００円につきましては、

国保連によります障害児の給付費審査請求に係る

事務処理手数料でありまして、実績見込み額を踏ま

えて増額補正をするものでございます。 

 また、その下のグループホーム新規開設サポート

事業費補助金１８万６，０００円につきましては、

当初、１カ所分のみの計上でございましたが、２カ

所開設となったため、新規開設に係る備品購入費分

として増額補正をするものでございます。 

 また、その下の障害福祉サービス費３，１５７万

５，０００円につきましては、障害児通所給付費の

実績見込み額を踏まえまして増額補正をするもの

でございます。 

 それから、またその下の地域生活支援事業費の要

約筆記者派遣事業委託料と障害者自動車改造費補

助金につきましては、これも実績見込み額を踏まえ

て増額補正をするものでございます。 

 その下の自立相談支援事業費の業務委託料５８

万円につきましては、生活困窮者相談業務を社協に

委託しておりますが、社協職員の通勤手当と時間外

手当などの実績見込み額を踏まえて増額するもの

でございます。 

 続きまして、３２６ページの下の表の真ん中あた

りでございます。児童扶養手当給付事業費８２６万

９，０００円についてでございます。当初予算額よ

り給付見込みが上回り、不足することが予想される

ことから、増額補正をするものでございます。 

 続きまして、歳入のほうをご説明いたします。 

 ３０８ページ、一番上でございます。障害者（児）

自立支援給付費負担金１，５７８万７，０００円の

増額についてでございます。 

 先ほど歳出で説明いたしました、障害福祉サービ

ス費３，１５７万５，０００円の２分の１の国庫負

担分でございます。 

 その下の生活困窮者自立相談支援事業等負担金

１８７万５，０００円の増額につきましては、今回、

適正な基準額で算定し直し、是正するものでござい

ます。 

 その下の児童扶養手当給付費負担金２７５万６，

０００円の増額につきましては、先ほど歳出で説明

いたしました児童扶養手当給付費の国庫負担分で

ございます。 

 その下の生活保護費負担金９４２万８，０００円

の減額につきましては、実績見込み額を踏まえて減

額するものでございます。 

 それから、真ん中の表の２行目、障害者地域生活

支援事業費補助金６万円の増額につきましては、先
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ほど歳出で説明いたしました地域生活事業費のう

ちの要約筆記者派遣事業委託料１７万１，０００円

に係る国庫補助分でございます。 

 その下の障害者総合支援事業費補助金２３５万

円の増額につきましては、福祉総合システムの消費

税引き上げに伴う改修費用と就学前障害児の発達

支援無償化に伴う改修費用に係る国庫補助分でご

ざいます。 

 今回、国庫補助金の内示がありましたので、それ

に伴う補正でございます。 

 それから、３行下の母子家庭等対策総合支援事業

費補助金５６万５，０００円につきましては、児童

扶養手当システム番号制度対応改修費用に係りま

す国庫補助分でございます。 

 これも国庫補助金の内示による補正でございま

す。 

 一番下の表の障害者（児）自立支援給付費負担金

７８９万４，０００円の増額につきましては、先ほ

ど歳出で説明いたしました障害福祉サービス費の

県負担分、県支出金でございます。 

 その下の自立支援医療費負担金（過年度分）５万

５，０００円の増額につきましては、平成３０年度

障害者医療費県負担金の精算による追加交付金で

ございます。 

 続きまして、３１０ページの一番上でございます。

障害者地域生活支援事業費補助金３万円の増額に

つきましては、先ほど歳出で説明いたしました地域

生活支援事業費のうち、要約筆記者派遣事業委託料

に係る県補助分でございます。 

 その下のグループホーム新規開設サポート事業

補助金９万３，０００円の増額につきましては、先

ほど歳出で説明いたしました１８万６，０００円の

２分の１の県補助分でございます。 

 社会福祉課は以上でございます。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○高年介護課参事（武田 満之） 私のほうからは、

高年介護課分の関係分について説明させていただ

きます。 

 まず、歳出です。 

 ３２４ページをごらんください。説明欄の４行目、

但東健康増進センターの管理費です。 

 昨年度、屋内運動広場の水銀灯の照明をＬＥＤ照

明に取りかえたことによりまして電気代のほうが

削減できましたので、それに伴いまして、シルク温

泉やまびこへの指定管理料のほうを９万７，０００

円減額補正するものでございます。 

 同じく、３２４ページの下の枠、説明欄の３行目、

介護保険事業特別会計繰出金１４０万８，０００円

なんですけれども、こちらにつきましては、介護保

険特別会計に係る１２月補正の増額分に伴う法定

負担割合に基づく一般会計からの繰出金でござい

ます。 

 そこから８行下、緊急通報システム整備事業費４

７万６，０００円の減額補正なんですけれども、こ

ちらにつきましては、緊急通報システム本体に使用

します電池代、あと協力員のボランティア保険、火

災警報器の購入価格などが、定価といいますか、安

い価格で購入できましたので、執行見込みに伴う減

額とさせていただいております。 

 その下、長寿祝福事業費ですけれども、こちらに

つきましても、事業が終了したことによりまして、

実績によりまして４万８，０００円の減額をしてお

ります。 

 次のページ、３２６ページをごらんください。説

明欄のほうの上の段です。社会福祉法人利用者負担

減額事業１万１，０００円の増額補正です。 

 この事業につきましては、低所得者で生活困難な

利用者に対しまして介護サービスを提供する社会

福祉法人が、その社会的役割として、利用者の負担

軽減をすることでサービスの利用促進を図るもの

でございますが、法人が軽減する際に負担した費用

の一部を公費でも負担しております。 

 こちらにつきましては、社会福祉法人が算定する

減免額に誤りがございましたので、結果として、過

大に補助金を受け取っておりましたことから、国、

県の公費助成分を返還するものでございます。 

 その下、住宅改造費助成事業費１８６万円の減額

補正ですけれども、今年度におきますこれまでの申
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請実績に基づきまして減額をさせていただいてお

ります。 

 その下、民間老人福祉施設助成事業費１９５万１，

０００円の増額補正ですけれども、こちら、歳入と

もなります兵庫県のほうの県の補助金の基準単価

が増額いたしまして、それに伴い、補助金額も増額

させていただいております。 

 具体的な施設につきましては、現在、但東町の小

谷地域のほうで建設のほうをされております小規

模多機能居宅介護事業所のほうの整備費と、あと開

設準備のほうの補助ということで、そちらのほうの

補助に充てさせていただいております。 

 歳入です。 

 ３０８ページをごらんください。３０８ページの

真ん中の枠の説明欄の上から４行目、社会資本整備

総合交付金、人生いきいき住宅助成事業費７５万９，

０００円の減額補正です。歳出でも説明しましたよ

うに、申請件数が減少しておりまして、それに基づ

きまして、国からの補助分も減額させていただいて

おります。 

 また、３１０ページの上の枠の説明欄の３行目、

そちら、人生いきいき助成補助金７５万５，０００

円。こちらにつきましても県の補助なんですけれど

も、こちらも減額させていただいております。 

 次の行、地域介護拠点整備事業費１９５万１，０

００円の増額につきましても、歳出で説明しました

民間老人福祉施設助成事業に伴う県補助金の増額

でございまして、事業費の全額を県補助金で対応し

ております。 

 それと、３１２ページの上から３段目の枠内の一

番下の行、補助金返還金で３，１４７万２，０００

円のうちの１万４，０００円分なんですけれども、

歳出でも説明しましたように、社会福祉法人の利用

者負担減額事業におきまして、社会福祉法人が受け

入れしました公費分の分を返納金として事業者か

ら徴収するということで計上しております。 

 説明のほうは以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、３２８ペ

ージをごらんください。 

 下から４つ目の枠になります。健康診査事業費の

国庫補助金返納金３９万９，０００円ですが、後期

高齢者の健診事業の精算に伴う返納金になります。 

 その下の枠、予防接種事業費の医薬材料費７２９

万８，０００円の減額ですが、風疹の追加対策分の

ワクチン代について減額するものです。 

 その２つ下の枠、公立豊岡病院組合負担金ですが、

負担金の確定によりまして減額するものです。 

 続きまして、歳入ですが、３０８ページをお願い

します。 

 真ん中の枠、説明欄の上から５番目の枠になりま

す。緊急風しん抗体検査等事業費補助金ですが、風

疹の追加対策分についての国庫補助金になります。 

 続きまして、３０１ページをごらんください。債

務負担行為の補正になります。 

 上から１３番目ぐらい、真ん中あたりになります

けども、すこやか市民健診の業務について、委託業

者の手配などが必要なために計上しています。 

 その１つ下、風しん抗体検査・予防接種クーポン

券印刷等業務ですが、４月の下旬にはそれぞれ対象

者に案内を発送したいと考えていますことから、債

務負担行為に上げています。 

 健康福祉部の説明は……。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） ちょっと説明漏れが

ありましたので、追加で説明をさせていただきます。 

 歳入で、３１２ページ、上から３つ目の表、真ん

中あたりです。生活保護法収入１，３０８万７，０

００円についてご説明をさせていただきます。 

 これにつきましては、生活保護法の第３６条、７

６条、７８条に係ります生活保護費の返還に係る収

入として予定しているものでございます。 

 具体的には、年金の遡及収入に伴う保護費の返還

でありますとか、不正収入に伴う保護費の返還分な

どでございます。以上でございます。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○教育総務課長（永井 義久） ３１６ページをごら

んください。中段あたりになります。 



 32

 基金積立金でございますが、財政調整基金積立金

２，０００万円と上げております。後ほど歳入のほ

うで説明させていただきますが、遺言による寄附を

いただいておりまして、次年度以降の子供のための

教育に充てるというものでございます。 

 次に、３４０ページをごらんください。一番上の

枠の人件費になります。 

 適正規模・適正配置の審議会の委員報酬、これは

２回分を予定しております。 

 その枠の下のほうでございますが、その審議会の

事務的な経費でございます。費用弁償、食糧費でご

ざいます。 

 次の枠の真ん中あたりですけども、小学校の管理

費になります。 

 学校施設管理費について、修繕料につきましては、

今後見込まれます、暖房のほうの修繕を見込んで上

げております。整備工事費につきましては、工事費

の確定による減額としております。 

 続きまして、３４２ページをごらんください。文

化財保護事業費です。真ん中あたりの枠になります

けども、こちらにつきましては、江野の小江神社に

あります天然記念物の大ケヤキが倒木の可能性が

あるために、一部を伐採して、腐食修理を行うとい

う補助金でございます。事業費３０万円余りのうち、

県、市、地元で３分の１を負担するというものでご

ざいます。 

 続いて、３４４ページ、上から２つ目の枠をごら

んください。給食センター管理費の備品の減額にな

ります。こちらのほうにつきましては、大型の食器

洗浄機等の購入、確定したことによる減額になりま

す。 

 次に、歳入になります。 

 ３１０ページをお願いします。一番下になります

けども、教育総務費の寄附金です。こちらにつきま

しては、豊岡市出身の方からの遺言によりまして、

複数の団体の一つとして、豊岡市の子供たちのため

にということで２，０００万円寄附いただいており

ます。 

 最後になります。債務負担行為です。 

 ３０１ページをごらんください。こちらは、上か

ら７行目、小学校施設管理事業ということで、１７

２万８，０００円を上げております。 

 ６月にプールが始まるわけですけども、小学校３

校、福住、寺坂、合小のプールの修繕を間に合わす

ために債務負担行為を行うということでございま

す。以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○こども育成課長（木下 直樹） それでは、歳出の

ほうから説明させていただきます。 

 ３２６ページ、中ほどから少し下をごらんいただ

きたいと思います。 

 児童福祉総務費でございます。 

 業務委託料につきましては、子ども・子育て支援

事業計画策定業務に係ります入札減によるもので

ございます。 

 その下の国庫負担金等精算返納金につきまして

は、子ども・子育て支援交付金返納金が７６９万円、

それから子ども・子育て支援体制整備総合推進事業

費国庫補助金返納金のほうが１７万６，０００円、

それから児童虐待対策等総合支援事業費国庫補助

金返納金のほうが３万５，０００円でございます。 

 次に、その下の枠、放課後児童健全育成事業をご

らんいただきたいと思います。 

 こちらのほうにつきましては、静修放課後児童ク

ラブの玄関のひさし、それから三江放課後児童クラ

ブの玄関の軒どいと、それから外壁の修繕のほか、

あと、このたび港西幼稚園で開設しておりました、

港西、港東放課後児童クラブのほうを、港西小学校

内へ移転を行いました。その際に必要となりました

網戸でありますとか、カーテンの設置などをお願い

しております。 

 次に、歳入でございます。３０８ページ、中ほど

をごらんいただきたいと思います。 

 ３節の児童福祉費補助金でございます。その中の

ファミリー・サポート・センター事業費補助金、そ

れから、次のページの３１０ページ、上から５つ目

でございます、ファミリー・サポート・センター事

業費補助金、こちらのほうは県でございますけども、



 33

それぞれ、こちらにつきましてはファミリー・サポ

ート・センター事業のうちの預かり手の増加のため

に取り組んだ加算でございまして、ファミリー・サ

ポート・センターの預かりを行う会員のほうが前年

度は５８人でしたけども、今年度９月時点で既に７

４人と、前年度と比べて１割以上増加したことに伴

いまして、１００万円の加算がされるもので、負担

割合としては、国のほうがその３分の１、それから

県のほうが３分の１、補助金としていただくもので

ございます。 

 説明のほうは以上でございます。教育委員会が最

後、終わりました。 

○分科会長（西田  真） 終わりました。 

 ここで、分科会を暫時休憩いたします。 

 再開は午後１時。 

午後０時０７分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後１時００分 委員会再開 

○委員長（西田  真） 休憩前に引き続き、ただい

まより委員会を再開いたします。 

 次に、協議事項（２）番、請願・陳情の審査に入

ります。 

 陳情第５号、災害時要援護者登録者数の回復に関

する陳情書を議題といたします。 

 事務局より、請願・陳情文書表の朗読をお願いい

たします。 

○事務局主幹（木山 敦子） 受理番号、陳情第５号。

件名、災害時要援護者登録者数の回復に関する陳情

書。受理年月日、令和元年１２月９日。 

 要旨。豊岡市災害時要援護者名簿に関する条例の

中の情報伝達等要援護者の登録者数は、おおむね次

の１から３の推移となっている。 

 １、平成３０年２月時点、約４，０００人近く、

平成３１年３月１２日、文教民生委員会での発言。

２、平成３０年１２月時点、約１，５００人、平成

３１年３月１２日、文教民生委員会での発言。３、

令和元年１０月時点、約１，５００人、令和元年１

０月１６日、窓口にて担当者発言。 

 １から２については、市が条例の施行に伴う名簿

の登録案内文書、豊社第４５７４号、平成３０年２

月２１日において「同居する家族（健常者）がいる

場合は対象とならない」と誤った内容を登録者全員

に送付した。 

 このため、登録者数が約４，０００人近くから約

１，５００人に大幅に減少したと考えられる。 

 ２から３については、市は誤りを認め、平成３１

年度４月号及び８月号の広報とよおかに変更内容

を掲載するとともに、各区長、各民生委員に変更内

容を説明したが、登録者数は約１，５００人の横ば

いである。 

 これらの対策では、全く登録者数の回復が図れて

いないのが現状である。 

 前回の陳情、平成３１年３月議会、陳情第１号は、

市の誤った運用を正すものであり、本陳情は、誤っ

た運用を行ったことによる登録者数の大幅減少を

回復させるための陳情である。 

 よって、登録者数の回復（市のミスの回復）を図

るために、平成３０年２月時点の約４，０００人近

くの対象者の中で、現在、未登録者の方々へ文書の

個別送付、または電話による登録回復を図ってほし

い。 

 提出者、豊岡市日高町夏栗２２６、前野辰也。付

託委員会、文教民生委員会。以上でございます。 

○委員長（西田  真） ありがとうございました。 

 この陳情の件でありますけど、傍聴の申し出があ

り、それを許可しておりますので、皆さんご了承願

います。 

 この件について、当局から意見、説明等はありま

せんか。 

 どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） 私のほうからは、災

害時要援護者登録に関しての、まず経緯と、その後

に、今回の陳情に対する市の考え方のほうを説明さ

せていただきたいと思います。 

 まず、お手元にお配りしております資料のほうか

ら、１ページのほうからご説明をさせていただきま

す。 

 ２０１７年、平成２９年の１２月の２８日に豊岡
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市災害要援護者名簿に関する条例を公布、施行し、

２０１８年、平成３０年２月１５日に豊岡市災害時

要援護者名簿に関する運用方針、これは登録の手続

等を記載した内規になりますが、こういったものを

作成いたしました。 

 なお、この条例につきましては、従前に、豊岡市

災害時要援護者登録制度実施要綱というものがご

ざいましたけども、これを整備し直したものでござ

いまして、要綱の基本的な考え方を踏襲したもので

ございます。 

 その運用方法では、後で見ますけれども、条例第

４条の情報伝達等要援護者の範囲の規定に明文化

されていない同居家族（健常者）がいる方は対象外

として定義をしておりました。 

 その情報伝達等要援護者の定義と、その範囲につ

いて説明をさせていただきます。８ページをごらん

ください。 

 ８ページ、災害時要援護者名簿に関する条例でご

ざいます。第２条の（３）情報伝達等要援護者が規

定されております。これは、平常時における地域で

の見守りと災害時等における情報提供及び安否確

認を要する者でございます。 

 （２）のほうは、避難行動要援護者と言いまして、

こちらについては、平常時における地域の見守り、

災害時における情報提供、安否確認、ここまでは情

報伝達等要援護者と一緒でございますけども、違う

点が、避難誘導及び避難支援を要する者ということ

になっております。 

 ９ページの真ん中あたり、第４条でございます。

こちらのほうで情報伝達等要援護者の範囲を規定

しております。 

 この範囲につきましては、災害時等における情報

提供等の支援を希望する者であって、次の各号のい

ずれかに該当するものとしております。 

 まず、（１）のほうで、要介護認定者のうち、要

介護状態区分が要介護３から要介護５までのいず

れかである者、（２）として、身体障害者のうち、

障害の程度が１級または２級である者、（３）とし

て、知的障害者のうち、障害の程度がＡの判定であ

る者、精神障害者のうち、障害の程度が１級である

者、（５）として、６５歳以上の者のみから成る世

帯に属する者ということで、第４条には、同居家族

（健常者）がいる場合は対象外とは定義されており

ませんでしたけども、運用方針の中で対象外と定義

したものでございます。 

 また１ページのほうに戻っていただきまして、上

から３つ目でございます。 

 その後、２０１８年、平成３０年２月下旬から３

月にかけまして、平成１８年に作成しました要綱時

に情報伝達等要援護者に登録されておりました約

４，０００人に対して、災害時要援護者名簿の登録

への案内をしたところ、２０１８年、平成３０年の

３月２４日現在で１，５３１人となったものでござ

います。 

 これを案内をし直したといいますのは、要綱から

条例に変更になった時点で、改めて登録のし直しが

必要となったために、全員に案内をしたところでご

ざいます。 

 ２０１８年、平成３０年１２月１７日に災害時要

援護者名簿に関する条例で定める情報伝達等要援

護者の範囲について、同居する家族（健常者）がい

る方は対象とならない運用になっているため、条例

どおりとしてほしいという災害時要援護者登録に

関する陳情書が議会に提出されました。 

 これを受けまして、内部で検討しました結果、不

適切な運用であることから、陳情者本人には、２０

１９年、平成３１年１月下旬に、対象者の取り扱い

については是正すると、条例どおりとするという旨

を連絡いたしました。 

 ２０１９年、平成３１年３月１１日の文教民生委

員会に審査が付託されました。その委員会での市の

発言については、次のとおりでございます。 

 １つ目が、同居家族がいるため登録を断念された

ケースも考えられることから、市民への広報として、

３月２５日発行の４月号の市広報紙に災害時要援

護者登録に係る情報提供とあわせて、今回の取り扱

いの変更についても明記し周知を図ること。２つ目

として、災害時要援護者名簿の提供先である区長、
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民生委員に対しては、区長協議会、民生委員協議会

の場において、制度の説明とあわせて、今回の取り

扱いの変更について順次説明することということ

で発言をさせていただいております。 

 文教民生委員会では、この陳情が全会一致により

採択されました。 

 なお、次のとおり、意見及び要望が付されたとこ

でございます。 

 ちょっと読み上げますと、情報伝達等要援護者の

範囲拡大により、これまで対象とならなかった方へ

の周知徹底を図るとともに、自主防災組織を初め、

避難支援等に携わる関係者へ十分な説明を行われ

たいという内容でございます。 

 次に、今回のこの陳情に対する市の考え方につい

て説明をさせていただきます。特に資料はございま

せん。 

 昨年度の陳情を受けまして、市民への周知として、

２０１９年、平成３１年３月２５日に発行の４月号

の市の広報紙と７月２５日発行の８月号の市の広

報紙並びに市のホームページに変更点を明示して

周知を図りました。 

 そのときの資料につきましては、お手元にお配り

してます資料の３ページ。この３ページが４月号の

市の広報紙、上段です、市の広報紙の文面です。４

ページが８月号の市の広報紙の文面、一番下のほう

です。５ページが市のホームページでございます。 

 さらに、災害時要援護者名簿の提供先であります

区長、民生委員に対して、２０１９年、平成３１年

３月の１４日から５月の９日の間で全ての区長協

議会、民生委員協議会の場におきまして、制度の周

知とあわせて、今回の取り扱いの変更点について丁

寧に説明し、登録を希望される方への声かけの協力

を依頼しました。 

 なお、そのときの説明資料につきましては、６ペ

ージから７ページのとおりでございます。またご清

覧ください。 

 さて、今回の陳情にあります、まず、文書の個別

送付の対応についてでございます。 

 対象者の多くは、精神保健福祉手帳の１級の方や

療育手帳Ａ判定の方など、障害の程度が重たい方々

であることということと、あと高齢者の方々である

ことから、送付された文書をよくお読みをいただい

て十分に趣旨を理解していただくのは難しい面が

あるだろうなというふうに考えております。 

 また、次の個別電話の対応についてでございます

が、余りにも件数が多いということもさることなが

ら、文書の個別送付の場合と同様に、十分に趣旨を、

電話ですので、理解していただくことが難しい面が

あるというように考えているところでございます。 

 そこで、市としましては、全ての区長、民生委員

に対して、各区の避難行動要援護者、情報伝達等要

援護者のうち、登録を希望される方への声かけの協

力や登録勧奨の再依頼を行いまして、地域の中でき

めの細かい対応をしていただくことが最も効果的

であるというふうに考えております。 

 また、あわせて、再度、市の広報紙への周知も図

っていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 なお、このような方法であれば、当初登録者以外

の新規の対象者についてもカバーすることが可能

でありまして、より周知が図られるものと考えてお

ります。 

 このような、より効果的な方法により対応してい

きたいというふうに考えております。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑、意見等はありませんか。ありませんか。ど

なたからでも。 

 井上委員、どうぞ。 

○委員（井上 正治） お尋ねします。 

 今、陳情者の方のほうの要旨を見てみますと、登

録者数がやはり４，０００人から１，５００人に減

少してるという現実があるようでございますけど

も、市としては、この辺のことをどのような形で捉

えておられるのかご説明をいただけたらと思いま

す。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） 確かに数字だけ見ま
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すと、４，０００から１，５００人引いた２，５０

０人の方々の減少というふうに受けとめれるわけ

でございますけれども、そもそも、先ほど言いまし

たように、丁寧に民生委員、区長にも連絡を差し上

げて、再度、きめの細かい対応をお願いしたところ

でございますし、市の広報も２回打たせていただき

ました。 

 そんな中で、４月から新たに登録された方という

のは全体で３７人程度でございます。これも、本人

が直接、窓口に持ってこられたのではなくて、区長、

あるいは民生委員が勧奨された結果、窓口に区長、

あるいは民生委員が持ってこられたということで、

そういうことで一定の効果があっただろうなとい

うふうに思っているところでございます。 

 そんなことで、今回につきましても、同じような、

この３月、４月、５月に行いましたやり方と同じよ

うな方法で、再度、区長さん、民生委員さんに連絡

をとらせていただいて、地区の中できめ細やかな対

応をしていただくということと、もう一度、市広報

紙のほうで周知を図ることによって、またつながっ

てくるのではないかなというふうに思ってるとこ

ろでございます。以上です。 

○委員長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 今、市の当局のほうからご説

明をいただきました。これまで、３１年の３月の陳

情書第１号の採択後の市の対応についても、それぞ

れ市の広報が２回ほどされております。それから各

区長、民生委員を通じての説明も行っているという

ふうなことの流れ、そして、今後もいろんな形の中

で周知を図っていきたいというふうなことでござ

いますので、このようなことの説明を受ける中では、

やっぱり市民に再度しっかりと周知をしていただ

いて、特に自主防災であったり、それからまた民生

委員、地区区長さん、それぞれにかかわる方が一番

多いと思いますし、特に市の施策で見守り事業だと

か、支え合い事業というのもされておりますので、

そういうものを有効に活用されながら、しっかりと

やはり把握するということの周知を図っていくこ

とが大切だというふうに私は今お聞きした中で感

じております。以上です。 

○委員長（西田  真） 答弁よろしいね。 

○委員（井上 正治） はい、いいです。 

○委員長（西田  真） 田中副委員長。 

○委員（田中藤一郎） ちょっとお尋ねしたいんです

けれども、こういった情報提供の部分につきまして

は、区長、民生委員さんからの情報提供は、例えば

半年に１回してあるとか、年に何回かしてると、部

分もありますし、把握した時点で情報提供があるか

とは思うんですけど、そのあたりはいかがでしょう

か。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） 情報提供、名簿の情

報提供につきましては、年に２回、民生委員さん、

それから区長、それから消防団のほうにそれぞれ提

供しています。提供回数は年に２回で、８月と、今、

２月に提供してるところでございます。以上です。 

○委員（田中藤一郎） わかりました。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（田中藤一郎） はい。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） この４，０００人から１，５

３１人になった中で、４，０００人の方たちの地域

というか、そんなんはわかってるんですけれども、

そこの地域の民生委員さん、区長さんに、大体、以

前の登録者名簿みたいなものは渡ってるというか、

そういうことはあるんでしょうか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） 以前の名簿といいま

すのは、４，０００人分の名簿ということですよね。 

○委員（上田 伴子） 要援護者の方。 

○社会福祉課長（原田 政彦） 要援護者の４，００

０人分の、はい。 

 それは、先ほど言いました、年に２回、８月と２

月に最新の情報をお渡ししております。その時点で、

古い名簿については破棄してもらう、シュレッダー

等で破棄してもらうっていうことにしております

ので、多分、地区には名簿はないというふうに思っ
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ております。以上です。 

○委員長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） そこら辺のところが、民生委

員さんもかわられる中で、伝達がきちんとできてる

ところと、そうでないところと、中にはあるのかな

と思ったり、でも、地域の要援護者の方については、

私たちのところでもそうですけども、日々、区長や、

その見守りの中で把握してますので、地域的に、区

長、民生委員が網羅していたら、漏れることはない

のかなという思いもありますので、ぜひそこら辺、

徹底してもらったらと思います。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） 今ご指摘をいただき

ましたように、区長さん方、民生委員さん方もかわ

られます。これは必ず定期的にその辺の周知、お願

いをいたします。区長会も毎年、定期的に年何回か

されておりますので、一番最初のときには、必ず、

常にお願いをするようにいたしますし、民生委員さ

ん方も、今回、任期がかわったところでございます

ので、早々にそういったお願いもしっかりとしてい

きたいと思います。 

 今回、こういった中で、さらに区長さんと民生委

員さん方には、もう漏れがないですかねというよう

な趣旨で、改めてお願いをしようということで思っ

ております。 

○委員長（西田  真） よろしいですか。 

○委員（上田 伴子） はい、よろしくお願いします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 竹中委員。 

○委員（竹中  理） 前回、私、委員長のときのこ

との陳情が前回だったんですけども、前回は明らか

に市のちょっと不手際があった上での結果だと思

います。 

 先ほどお聞きする中で、要綱から条例に変わった

ということで、文書送付や個別電話をするよりも、

区長さん、または民生委員さんなんかの、直接行っ

ていただいて、しっかり確認してもらうというのが

効果的だと思いますし、先ほど井上委員のほうから

ありましたけれども、広報のほうも機会あるごとに

しっかりとやっていただくのが一番いいのかなと

思うんですけど、１つちょっと質問で、区長さんに

情報が行ってると思うんですけど、それを全区長さ

んからそういうバックというか、何人行って、何人

行けてないとかっていうことは、そこまではされて

ないですよね、その報告、いわゆる要援護者の希望

者。そこまではされてないんですよね。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） そこの数字は捉えて

ないです。以上です。 

○委員長（西田  真） 竹中委員。 

○委員（竹中  理） いずれにしましても、一番、

区長さんとか民生委員さんがしっかりと回ってい

ただくのが効果的なのではないかなというふうに

思います。以上です。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

 ほかにありませんか。よろしいか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 それでは、この後、討論に入りたいと思います。 

 討論に入る前に、当局職員の皆様には説明等でご

協力いただき、ありがとうございました。討論に入

ります前に、ここで退席していただいて結構です。

お疲れさまでした。ありがとうございました。 

〔当局退席〕 

○委員長（西田  真） それでは、討論におきまし

ては、各委員が発言された内容は、後ほど議報や委

員長報告を作成する際に引用することになります

ので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、討論はありませんか。 

 竹中委員。 

○委員（竹中  理） 本陳情書につきましては、不

採択の立場で討論を行います。 

 平成３１年３月の陳情書第１号の採択後の市の

対応において、既に第２回の広報活動、各区長、民

生委員を通じて説明を行っている。陳情者の思いは

理解をしつつも、広報でのほか、１２月に各区長、

民生委員宛てに文書を送付されているとされてい
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ます。また、さまざまな機会に市民への説明を予定

しており、市民への周知は図れるものと考えます。 

 以上により、本陳情書は不採択としたいと思いま

す。以上です。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。あり

ませんか、よろしいか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） それでは、討論を打ち切り

ます。 

 これより採決を行います。 

 本件は、採択すべきことに賛成の委員の挙手を求

めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（西田  真） 全会一致ということでよろ

しいか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、全会一致ということで、陳情第５号は

不採択とすべきことに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。再開は午後１時３５分。 

午後１時２５分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後１時３５分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは、ただいまより

文教民生分科会を再開いたします。 

 午前の部で説明は終わりました。一通りの説明を

当局の皆さんにしていただきました。 

 委員の皆さん、質疑はありませんか。 

 清水委員、どうぞ。 

○委員（清水  寛） 済みません、補正予算の関係

の債務負担行為、指定ごみ袋等作製業務についてち

ょっとお尋ねしたいんですけども、これが４月から

納品を受けるために債務負担行為ということをお

聞きしたんですけども、これは何ですかね、４月か

ら、例えば何かごみ袋のサイズが変わるとか、何か

そういうようなことがあって、４月からということ

なんですか、ちょっとその内容をもう少し詳しく教

えていただけたらと思います。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生活環境課長（今井 謙二） 指定ごみ袋について

は、サイズ等を変えるような予定はしておりません。 

 ただ、値段の表示とかをすることによりまして、

コスト意識をさらに持っていただけるような印刷

の仕方とかいう部分を変える部分は出てこようか

とは思いますが、サイズとかについて、形状とかに

ついて変える予定はしておりませんが、４月の最初

から納品をしていただかないといけないという業

務になりますので、その作製に一定の、約２カ月程

度の期間は要しますので、１月には入札をして準備

をしていただくということにしております。以上で

す。 

○分科会長（西田  真） 清水委員。 

○委員（清水  寛） そうしましたら、４月からご

み袋のデザインが少し変わりますよというような

ことでのまた周知とかをされるということですか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生活環境課長（今井 謙二） デザインを変えると

いうか、表示の中の一部が変わる程度ですので、特

に見た目が変わるわけではありませんので、周知等

は考えておりません。 

○分科会長（西田  真） 清水委員。 

○委員（清水  寛） 余りそのＰＲもしないし、ち

ょっとデザインが変わるっていう、逆に言えば、そ

の理由で債務負担行為というのはやはり必要なん

でしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生活環境課長（今井 謙二） ごみ袋の納品を４月

から来年、次の年の３月までをお願いするというこ

とと、印刷、作製、それから保管と、それから指定

販売店までの搬送までを一括して業務を委託しま

すので、４月初めからもう納品をしていただかなけ

ればならないという業務ですので、前もって準備が

必要ということで債務負担をお願いしてるところ

です。 

○分科会長（西田  真） 清水委員、よろしいか。 

○委員（清水  寛） 結構です、はい。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） １つだけ。３４２ページで文

化財の保護費で説明を受けました、指定有形文化財
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修理防災施設整備費、大ケヤキとおっしゃったよう

ですけども、これはどんなふうにして修復するんで

すか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○教育総務課参事（橋本 明宏） 文化財の、かなり

の巨木、背の高い木でございまして、その幹の部分

が少し空洞ができて、倒れる可能性が出てきている

ということで、その上部、上の部分を切り落として、

空洞があっても耐えられる高さまで切断すると。

（発言する者あり）はい。 

 そして、腐食しないように保護するというもので

ございます。 

○分科会長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） この指定有形、そのケヤキっ

ちゅうのは何本ぐらいありますの、全市の中で。神

社でしょうけどね。 

○教育総務課参事（橋本 明宏） 委員長、よろしい

でしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○教育総務課参事（橋本 明宏） 少しお時間をいた

だきたいと思いますが、ケヤキで県指定文化財、天

然記念物になっているものはこれ１本でございま

して……（発言する者あり）はい。神社の脇に立っ

ている巨木というようなイメージでございます。 

 そのほかの種類で記念物の指定を受けているも

のはございますので、また後ほど、必要でしたら資

料を……（発言する者あり）はい、提供させていた

だきます。 

○委員（福田 嗣久） 済んでからでよろしいです。 

○教育総務課参事（橋本 明宏） はい、承知しまし

た。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（福田 嗣久） はい、よろしい。 

○分科会長（西田  真） そしたら、ほかの指定有

形文化財の、ケヤキ以外の種類と本数は各委員に、

レターケースに入れといてください。それで結構で

すので、よろしくお願いします。 

 ほかにありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） ３１２ページ、生活保護法の

収入の中で、年金収入などによる保護費の返還で１，

３０８万７，０００円の返還があるんですが、年金

とか、ほかにはどのような返還内容があるのかお知

らせください。 

 それから、３２４ページで、先ほどやまびこの電

気代でＬＥＤにしたためにマイナスに、節約できた

という報告があったんですが、ＬＥＤにしてすごく

そういうことがあったんだけど、ほかのところでも

そういうふうに考えておられるところがあるのか

どうか。 

 それから、一番下のほうで、長寿祝福事業費、こ

れは事業が終了したということでありましたが、ど

んな事業であったのか、なぜ終了したのかお願いし

ます。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○社会福祉課参事（小野 弘順） まず、生活保護収

入の中身について、私のほうから説明させていただ

きます。 

 生活保護の返還金につきましては３種類ござい

まして、まず１つ目が、資力があるにもかかわらず

現金化できないため保護費を受け、現金化された時

点で返還するもの、それが６３条返還です。この分

につきましての中身は、先ほどうちの課長のほうか

ら説明させていただきました遡及年金であります

とか、入院給付金、そういったものでございます。 

 ２つ目が７８条返還金でありまして、これはいわ

ゆる保護費の不正受給の分です。本来なら、仕事な

りして収入があった場合ですとか、年金を受けたら

収入にしてもらわなければならないものを未申告

であったものに対して保護費の返還を、徴収を求め

るものでございます。 

 ３点目が７６条の返還金でありまして、これは、

第三者行為による医療費の立てかえ分であります。

いわゆる交通事故で、起きた場合に、一旦、生活保

護のほうで立てかえて、その示談が成立した後に、

その分を保険会社からいただくものが７６条の返

還金ということになっております。以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 
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○高年介護課参事（武田 満之） 先ほどの但東健康

増進センターのＬＥＤということで質問を受けま

したけれども、高年介護課のほうで所管しておりま

す施設については、もうほかのところでＬＥＤの改

造とか修繕というのは考えておりません。 

 それともう１点、長寿祝福事業につきましては、

９月に老人月間ということで、県と一緒にあわせて

そういうことをしてるんですけれども、長寿の最高

齢者のほうのお祝いというのと、あと最高齢夫婦の

お祝いということで、市長とか、市の幹部が直接訪

問して、長寿をお祝いする事業と、あと、満１００

歳に達成された方につきまして、今年度、記念品と

いうことで保険証などを入れるケースを、直接行っ

て、お祝いとともに記念品をお渡しするというよう

なことで、そちらのほうが９月いっぱいで終わりま

すので、それが終了しましたので、景品代とかの差

額といいますか、安くなった分を今回減額させてい

ただきました。 

○分科会長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 先ほどの生活保護法の返還分

の件で、それぞれの額はわかりますでしょうか、１

番、２番、３番の。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○社会福祉課参事（小野 弘順） １２月１０日現在

の収入済み額ということでご説明させていただき

たいと思います。 

 まず、６３条の現年度分につきましては７９２万

９，３８７円、これ９８％の収入済み額ということ

になっております。滞納繰り越し分が５４万２，２

６９円、８８％の収入済みとなっております。 

 ２点目の７８条につきましては９８万３，１５５

円、９２％の収入済み額です。滞納繰り越し分が７

４万４，６８７円、８８％の収入済みとなっており

ます。 

 最後、７６条につきましては３８０万７，０００

円、これは１００％収入済みということになってお

ります。以上です。 

○分科会長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） これ不正受給の中身としては、

どのようなことがあったんでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○社会福祉課参事（小野 弘順） 生活保護のほうで

おきましては、毎年６月に課税調査を実施しており

まして、前年度分の課税収入を調査させていただき

まして、その前年度分の、うちの福祉事務所のほう

に上がっております収入申告と突合させまして、収

入の調査行っております。結局、その収入調査を行

って、うちが事前に把握をしております収入との差

額がいわゆる不正受給額ということになっており

まして、そういったものが、中身といたしましては、

年金でありますとか、就労収入でありますとか、そ

ういったものでございます。 

○分科会長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） わかりました。 

 いろいろその方の生活の内容をしっかり見てい

ただいて、本当に不正なのかどうかっていうとこら

辺もしっかりと審査していただきたいと思います。 

 また、長寿祝福事業におきましては、これがなく

なったということではありましたが、これにかわる

ようなものについては。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○高年介護課参事（武田 満之） これ、毎年継続的

にやっておりますもんで、今年度の実施といいます

か、が終了したいうことで、継続です、制度そのも

のはこれからも継続させていただきます。どうも済

みませんでした、説明が悪かったです、済みません。 

○委員（上田 伴子） はい、了解しました。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（上田 伴子） はい、いいです。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 田中副委員長。 

○委員（田中藤一郎） 済みません、２点ほどお願い

します。 

 １点目は、僕も難しいところがわかんないでちょ

っと質問しますけれども、例年、追加で補正とか組

まれる事業だったやつが、今回なくなったりだとか、

また、事業に対して増額されてたり、逆に少なくな

ってるような事業があるのか、それが１点目。 
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 それから、２点目は、新文化会館整備事業に関し

てですけれども、以前のお話の中でありますと、余

り問題がないようなことを言われておられました

けども、私自身も一般質問でいたしましたとおり、

かなり莫大な税金を投入して会館を建てられる中

で、やはり将来にわたって、非常に問題になるんで

はないかなというふうな部分で、公共施設マネジメ

ントの観点から見ても、ちょっと問題がなるんでは

ないかなというふうな部分があるんですけれども、

その際にも余り明確な答えが得られなかったんで

すけど、そのあたりはどのように考えてるのかお答

えください。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○新文化会館整備推進室長（櫻田  務） 新文化会

館の整備について、公共施設マネジメントとの関係

ですけれども、まさしく新文化会館の整備っていう

のが公共施設の再編というところでトップバッタ

ーという位置づけになろうかと思います。 

 事業費のほう、５６億円という数字を出させてい

ただいてるんですけども、現時点では、平均の７５

万円という歳出根拠でさせていただいております。

事業費については、今後、コンパクトな施設にする

ようにいろいろ努力させていただいて、できるだけ

事業費を抑えるっていうことを念頭に置いて事業

の計画を進めていきたいと考えております。 

○分科会長（西田  真） 田中副委員長。 

○委員（田中藤一郎） またしっかりとこのあたりは

聞かせていただきますけれども、十分その点、理解

が得られるような形をとっていただきたいという

ように思います。 

 それから、１つ目に言いました、何か事業がもし

なくなってるだとか、そういったものがなければい

いんですけれど。 

○分科会長（西田  真） 田中副委員長。 

○委員（田中藤一郎） ないようですので、よろしい

です、済みません。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（田中藤一郎） はい。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） ご異議なしと認めます。

よって、第１５４号議案は、原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

 分科会を暫時休憩いたします。 

午後１時５０分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後１時５３分 委員会再開 

○委員長（西田  真） それでは、休憩前に引き続

き、委員会を再開いたします。 

 陳情第３号、公立豊岡病院組合内病院の充実に関

する陳情についてを議題といたします。 

 事務局より、請願・陳情文書表の朗読をお願いい

たします。 

○事務局主幹（木山 敦子） 受理番号、陳情第３号。

件名、公立豊岡病院組合内病院の充実に関する陳情

について。受理年月日、令和元年１１月２７日。 

 要旨。厚生労働省は、病床削減のため、再編統合

の再検討を促すとして、４２４の公立、公的病院を

公表した。その中に、日高・出石医療センターの名

が上がっている。 

 しかし、市民は身近なところで治療、入院ができ、

在宅医療とも連携できる病院の充実を求めている。 

 そのためには、医師の絶対数が少ないことによる

医師不足など、医師確保が難しい状況を改善し、病

院を安定的に運営できる国の医療政策などが必要

である。 

 国の病床削減、再編統合に反対の意思を表明し、

公立豊岡病院組合には病床削減、再編統合をしない

よう要請をしてほしい。 

 また、組合財政では、急激に内部留保資金が減少

している。但馬には国、県の病院がない中、自治体
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と住民が協力し合って病院を維持してきた。救急や

周産期など、広域的な事業で赤字を出しており、国、

県の支えが必要である。国、県に対し財政支援を要

請してほしい。 

 記。１、国の病床削減、再編統合再検討の方針に

反対の意思を表明し、公立豊岡病院組合には病床削

減、再編統合しないよう働きかけてほしい。 

 ２、医師不足により病院の経営が困難になるケー

スも生まれており、大学医学部の定数をふやすなど、

医師不足解消のために国が責任を持つよう働きか

けてほしい。 

 ３、救急や周産期医療など、広域的な事業につい

ては経営を圧迫しており、国、県立病院に準じた財

政支援を要請してほしい。 

 提出者、豊岡市今森４６５－１、地域医療をまも

る但馬の会代表、西垣栄。付託委員会、文教民生委

員会。以上です。 

○委員長（西田  真） ただいま当局から朗読をし

ていただきました。 

 それでは、この件について、当局から意見、説明

等をありましたらお願いいたします。 

 どうぞ。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） 今、出されておりま

す陳情について、これ、うちが直接事務を行ってい

るものではございませんので、所感というか、感想

的なことにどうしてもなるかと思いますが、ご了解

をお願いできたらと思います。 

 まず、書かれている全般的なことを見ると、もっ

ともな部分も、そうかなというところで感じること

はできます。 

 私どもとしましても、厚労省が今回、病院の再編

統合が必要だ、そういった議論をちゃんとせえとい

うようなところで、公立病院と公的の病院、済生会

だとか、そういった公的な病院だけで４２４の病院

名を公表したということについては、非常に唐突だ

なと、地域に何らこういったことでっていう説明も

ないままこういった発表がされたということにつ

いては、非常にどうだろうなと、ちょっと丁寧さに

欠けているんではないかなという思いはいたしま

す。 

 その中で、豊岡市内でいきますと、この２医療セ

ンターが公表されたということで、この新聞だけを

見ていきますと、市民の方々が、えっ、どうなるん

だろう、本当になくなるんかっていうような思いを

持たれるんだろうなというのは私どもも感想とし

ては持ちます。 

 ただ、そこで、具体的に、今度この陳情の内容の

部分を個々に見ていきますと、若干どうかなと思う

部分がございますので、その辺、少し説明をさせて

いただけたらと思います。 特に、ここの陳情の中

に、意見書案もついてる中で、この表で書かれてい

る１、２、３の陳情項目と、意見書で書かれている、

このことを要請してくださいって書かれてる１、２、

３とで、特に１番あたりがちょっと内容が違う部分

があるなと。 

 陳情、表のほうでは、公立豊岡病院に対しても再

編統合しないようにっていうことで働きかけてく

ださいっていうのがあるんですが、意見書のほうに

は、その部分がないというところで、これは、意見

書のほうは国向きですので、あえてその辺が抜けて

いるのかなとは思いますが、今回のこの陳情の趣旨

そのものは、表の部分が全体としての思いなんだろ

うなということからするとという部分であります

けども、まず、この１項目めの要望で、国の再編統

合等の再検討の方針に反対の意思を表明してくれ

というようなことで書いてある部分につきまして

は、私どもは、国全体、また県全体、さらに但馬地

域全体というとこの中で、その地域に必要な医療を

どういう体制をとっていくことが２０２５年に必

要なのか、それは当然にやっぱり考えていく必要が

あると。構成市であります豊岡市においても、この

但馬の３市２町が、但馬に本当にどんな医療が必要

なのか、そのあり方が実際にどうあるべきかという

ことについては、その時代時代に応じた体制をとっ

ていくということをしっかり考えるということは

必要でありますので、ただ反対ということでいいの

かなという気はいたします。ただ、この辺は微妙な

ところという思いをいたします。 
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 その表書きの中の１番の後段の部分で、先ほどの

公立豊岡病院組合には病床削減の再編統合しない

よう働きかけてほしいというようなことでござい

ます。 

 この辺、豊岡病院のほうの思いというのもちょっ

と紹介できたらと思いますが、きょうお配りをいた

しました資料というか、新聞報道等の資料があろう

かと思いますが、その中で、この４２４の病院名が

公表されたということを受けて、９月の２７日の神

戸新聞ですけれども、その３段目から４段目のとこ

ろで、公立豊岡病院の「管理者は」というようなと

ころで、この公表については、急性期は豊岡病院が

担って、医療センターは回復期に転換すべきという

ことじゃないんでしょうか、施設の役割を再検討し、

地域全体で議論したいというようなところで、議論

をすることはやぶさかではないということだろう

かなと。豊岡市としても、基本的にはそういうこと

かなと思います。 

 先ほどの新聞報道の裏面、２ページ目のほうでは、

豊岡病院組合自体が「ほすぴたる」という広報紙を

つくっておられますけれども、その中で、６ページ

の部分に、厚労省が病院再編統合について発表した

ということについての病院組合としての思いみた

いなことをここで表明をされておりますけども、こ

の１１月に出された広報紙です。 

 真ん中、後段あたりのところで、東京都と同じ面

積を持つ但馬の中で、公立病院が中心になって入院

医療を担っていると。それぞれの役割分担も進んで

いる。豊岡病院、日高医療センター、出石医療セン

ターの医療はそれぞれ異なって連携をしていると。

役割分担はちゃんとしているし、これからも進める

というような趣旨であります。 

 その後段のほうには、今回の発表は要らぬおせっ

かいだということで、えらい踏み込んだ表現で、豊

岡病院としても怒りの気持ちといいますか、そうい

ったことが表現されているなとは思いますが、これ

も含めて、それぞれの病院の役割分担をちゃんとし

ていきながら、豊岡市、また但馬全体で必要な医療

の体制をちゃんと整えていくということは、病院組

合も豊岡市も考えていく必要があることではある。 

 ですので、単に、ただこれでもう反対で、議論を

するなという姿勢というのは、行政の私どもの立場

からするといかがかなとは思いますというのがこ

の１点目の事項です。 

 それから、２点目の医療不足に関しての記述であ

ります。 

 全体として医師不足解消に向けて、国がもう少し

イニシアチブを持って地域の医療体制が不足しな

いように、そういったことに貢献できるような仕組

みをつくってくれということについては、私どもも

大いに賛成をするというところではあります。 

 ただ、ここに書いてあります、例示的にあります

大学医学部の定数をふやすなどというところでい

うと、地方の医師不足、診療科の偏在というのが、

このことだけによって解決するか、むしろ、このこ

とで本当にそういった効果があらわれるかという

と、少し疑問があるなという思いをいたします。 

 意見書のほうのところで今回この団体が書いて

おられる、ＷＨＯだとか、ＯＥＣＤと比べて、日本

が、要は医師が比較的数が少ないというふうにおっ

しゃっています。これは、ここに書いてあるとおり

ではありますけれども、その医師不足だけ、医師が

そういった国々よりも少ないことだけでもって医

療が不足しているのかというと、必ずしもそうでは

ない。 

 例えばアメリカでも比較的低い位置にあります

が、やっぱりそこは質の問題であったり、地域の偏

在をいかにどうしていくかということのほうがむ

しろ課題ではないかなということからすると、今回

の地方の医師不足というのは、大いには新専門医制

度との関係もあって、そういったところをうまく捉

えていくということがどうしても必要になるんで

はないかな。 

 例えば公立豊岡病院でしたら、救急の分はもう先

生が押し寄せてくるというような状況も一方では

ある。そういった、医師にとって魅力のある医療機

関であると。来たいと思える医療機関であるかどう

かということが一つ課題にはなるのかなというと
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ころがどうしてもありますので、その辺、具体的に、

じゃあ、どうしていけばというところは私どももな

いわけではありますが、この大学の定数をふやした

だけで何らか対応ができるかというと、少し疑問が

あるなという部分はあります。 

 というのがこの２点目についての感想といいま

すか、になります。 

 それから、３項目めのところで、救急、それから

周産期などについては、そもそも経営を圧迫しがち

ですので、国や県立病院と同じように財政支援して

くれないかというような趣旨の陳情を要望される

という内容です。 

 ここは、確かに救急ですとか、周産期については、

医業収支だけでいきますとマイナスです。ですが、

これをどう支えているかというと、これが公営企業

法によります繰り出し基準というのがあって、それ

は地財単価、地方財政需要業額での単価が決まって

おります。これに掛けて、必要な額については構成

自治体、豊岡市と朝来市等々が負担を実際にはして

いる。そのことによって、全体の収支についてはほ

ぼペイをしてるといいますか、そういった状況にご

ざいます。 

 そうした状況の中で、国、県に対して財政支援を

ということで要望することは可能だとは思うんで

すけれども、何に対して財政支援をしてくれという

言い方をするかというところが見えないと、単に財

政支援をというだけでは難しいのかなと。 

 そうしたときに、今言った繰り出し基準によりま

す補填、そこは既に構成自治体等で対応ができてい

るとなると、例えば県立病院におきましても、この

病院に対して県自身が何かをしているかというこ

と、この公営企業法に基づきます繰り出し基準の数

字を出すというところまでの対応しか恐らくして

おりませんので、今そこの部分については、豊岡市

と朝来市という構成自治体で対応が済んでいると

いう理解をされる。そのときに何を、財政支援をと

いうのかというところが見えないと、少し要望の仕

方としては十分ではないんじゃないかなというと

ころがございます。 

 そういったことで、総じて書かれていることの趣

旨は、気持ちはよくわかるなと思いながらではあり

ますけれども、じゃあ、これでもって、このままの

陳情ということで出していくのかというと、少し疑

問があるなというのが正直な感想ということにな

りますけども、私としては、そういった理解をいた

しております。 

 とりあえず以上です。 

○委員長（西田  真） 当局の説明は終わりました。 

 質疑、意見等はありませんか。どなたからでも結

構です。 

 竹中委員。 

○委員（竹中  理） 済みません、今、文章も読ん

だんですけども、厚生労働省から発表されたという

ふうにあります。ちょっとこれは県の党のほうに問

い合わせちょっとしたんですけども、確認もしてい

ただいたんですけども、これ厚生労働省が発表はし

たんですけど、審議会、何だ、地域医療構想の審議

会の中で、地域医療構想の２０２５年までに検討し

たほうがよいかもしれないという意見を取りまと

めた、拘束力も何もないもので、それを新聞が発表

してるという、そういう状況の中で、正式な、厚生

労働省から、全国から非常に批判がいっぱい出たの

で、現在は、厚労省としては具体的に発表というか、

正式な、動いてないというのが実情らしくて、これ

に関して、井戸知事なんかも厚生労働省に申し入れ

をされるという状況の中で、そういう状況なので、

市議会としてしばらく様子を見たほうがいいんじ

ゃないかなっていうふうな思いであります。 

 ですから、丸にとかバツとかじゃなくて、様子見

たほうがいいのかなというふうな思いであります。 

 いろんな文書の中でも、厚生労働省からっていう

発表があるんですけど、実際、その辺、もう僕もま

だ本当に確認、その審議会のというのがちょっとあ

れなんですけども、とりあえず今……（発言する者

あり）以上です。 

 それに関して何か。 

○委員長（西田  真） どうぞ、久保川部長。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） 先ほど手元にお渡し
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を事前にさせていただいております資料３ページ

目に、これは時事通信の新聞等々も、報道も載っけ

ているんですけれども、もともと厚労省としては、

厚労省か、その審議会かって言われると、ちょっと

私ども、そこを正確に押さえてるわけではないんで

すが、一応、発表としては厚労省がされてる中で、

動きとしては、厚労省絡みでもう今、動きとしては

出てますので、その中でいうと、もともとこの再編

統合については、２０２０年の９月までに一定のま

とめをしてくださいというのがもともとだったん

ですけれども、これには、今回発表されたのが公立

病院と公的医療機関だけでしたけれども、本来は、

それに民間も含めて、全体としてどうだという議論

が必要なところに、民間の分のデータについてはな

かなか公表し切れない状況にあって、実はそれもあ

るので、結果として少し統合の検討の期間を９月と

いうのをもう先延ばししましょうということで、国

自体もあえて動いていないという状況になってい

ることは、おっしゃられたとおりかというふうに理

解しています。 

○委員長（西田  真） ほかに質疑、意見はありま

せんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） この発表は、あくまで厚労省

の、言ってみれば参考資料といいますか、というふ

うなもののように感じますし、豊岡市としては、豊

岡病院の一構成員であるということなので、議会が

本当に、一員として単独で意見を出すことが本当は

いいのかどうかということについてはちょっと疑

問を感じるところであります。 

 それからまた、先ほど、医師不足の関係ですけど

も、これ厚労省から発表された内容においては、医

師不足というのは、これどこでも、わかるんですけ

ども、この公表された資料に対して、大学まで、医

学部の増員まで踏み込んでいいのかなというふう

な、それもちょっとまだ非常に疑問を呈するところ

でもあります。 

 また、３項目めの救急や周産期医療については、

先ほど久保川部長が言われたように、やっぱり損失、

基礎に基づいて、しっかりと、補正のほうも含め、

補填をされてるというふうなこともありますので、

本当に、先ほど、具体的に何を国に対して求めるか

ということについてもちょっといろいろと疑問を

感じるところがありますので、そういう部分では、

まだまだいろんな形で話といいますか、いろんなこ

とをもっと我々が知っていかないとわからない部

分というのは多々あると思いますんで、その辺をち

ょっと疑問を持ちながら、この陳情書は読ませてい

ただいたとこです。以上です。 

○委員長（西田  真） 意見ですね。 

○委員（井上 正治） はい。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 今、健康福祉部のほうから説

明があったんですが、赤字になっている部門につい

ては、朝来市と豊岡市で補填しているということで

ありましたが、では、豊岡病院において大幅な赤字

があると聞いてるんですが、それはちょっとどうい

う理由で大きな赤字を生んでいるということなん

でしょうか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） 赤字という言い方に

なるのかどうか、内部留保資金が非常に減ってきて

いるということで、もともと最大のときには１０何

億円からあった内部留保資金が、今、数千万円とい

うようなレベルまで減ってきていると。ここが本当

になくなってしまえばという懸念は確かにされる

という状況にはございます。 

 そこは経営改革プランの中でも、実は今そもそも、

医療、診療科によっての医師の偏在があったりとい

うふうなところがございます。救急はなかなかもう

けるという分野ではないですけれども、ご存じのよ

うに、医師は非常に多く来ていただけているという

状況。一方で、内科系の呼吸器ですとか、さまざま

な診療科については、本当に１人、２人というよう

な医師の体制の中でやっていかざるを得ないよう

な現状もある。そこは十分な対応がなかなか、逆に

しにくい。これ医師１人ふえればというのは、必ず
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こういった普通の診療科については、医師がふえれ

ばそのまま診療収入の増加ということにもつなが

ってるという現実が見えていますので、経営改革プ

ランの中でも、こうやって医師数をちゃんと確保し

ていくというようなことが計画の中では上がって

おりますが、なかなかそこが実現し切れていないと

いうのは一つの課題であろうなというふうに考え

ています。 

○委員長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 内部留保資金が減っていって

るっていうのは、やっぱりそこの経営のほうに、そ

こを持ち出ししてるから減っていくんであって、実

質的に赤字だということにはなるのかなって私は

認識しますけれども。 

 あと、やはりそこら辺がだんだん逼迫してくるっ

ていうのは、豊岡病院を抱えている救命救急とか、

それから周産期医療の辺で、また、前、おったとき

に聞いたことがあるんですけれども、精神科医療の

関係で、豊岡病院で抱えているところがやっぱり赤

字要因につながっていってるということを聞いた

ことがありますが、そこら辺の見解はどうですか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） ご指摘のように、例

えば救急ですとか、周産期系統、それから精神とい

うようなところが医業収支だけでいうと、やっぱり

赤字というか、マイナスは大きい。そのほかにも診

療科別でいきますと、皮膚科ですとかでも結構なマ

イナス部分というか、そういった数字には見えてく

るというようなこと。それぞれに、あと内科系でも、

みんな寄せると、やっぱりそれぞれに赤字というよ

うな状況がありますので、全体としては非常に厳し

い医師体制の中で、厳しい経営が強いられていると

いう現状は確かにあるかなというふうに理解しま

す。 

○委員長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） やはり厳しい経営の中で、内

部留保資金が本当に数千万円になってきてること

を改善しないと、豊岡病院としてのやっぱり医療体

制、きちんと健全な医療体制が維持できなくなると

いうことでは、構成市だけではなく、国、県の支援

が必要ではないんかなと私は思いますが、そこら辺

いかがですか。 

○委員長（西田  真） 久保川部長。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） ここにどんな支援を

していくことが構成自治体であったり、国、県にと

って必要な対応なのかっていうところが、要望する

からには、多分そういったところが明確に示されな

いといかがかなというふうに思います。 

 その中でいうと、先ほども少しお話しさせてもら

いましたが、公営企業法に基づきます繰り出し基準

の数字を自治体としては既に対応をしている。そこ

に、例えば県が手出しをしたり、国が手出しをした

りっていうことの余地があるかというと、今、必要

な繰り出し基準については基礎自治体で対応もし

ておりますので、それ以外にってなると、そこを、

じゃあ、何でもかんでも財政支援だっていってしま

うと、それは恐らくもっと経営破綻といいますか、

自治体も一緒に潰れるというような話にも、下手を

するとなりかねないと。そこは一定のルールがあっ

てしかるべきかなっていったときに、何に対して支

援をするということを求めるのかというところが

やはりある程度、要望するからには必要になるでは

ないかな。 

 それからすると、ちょっと今、そこの要望の仕方

としては、明確な基準がない、厳しいので支援して

くれという言い方にしかならないというような難

しい分野かなというふうに思います。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） その構成市の繰り出し基準に

おいてはいっぱいいっぱいだと、それぞれの自治体

の財政状況も踏まえて、いっぱいいっぱいかなと思

いますが、それ以外でのやっぱり国、県の病院が北

部にないと、但馬地域にないということにおいての、

そういう理由づけによる、国、県の財政支援という

のは求められないでしょうか。 

○委員長（西田  真） 久保川部長。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） その場合においても、
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何に対して国、県が、国立病院や県立病院もない、

この但馬地域で、この病院に対して何をどう支援し

てくれというのかっていうところが明確である必

要が多分あるんじゃないかなと。そうしたときに、

既に構成自治体によって繰り出し基準に求められ

る繰り出しは対応しているといったときに、その内

訳が、例えば兵庫県が豊岡市の持ち分の幾つかを、

例えばですけども、持ってくれるっていうなら、そ

こは県立病院だったら、本当は持ってるでしょうと

いう部分にはなるのかなと思うんですが、そこは、

豊岡病院を助けるというよりは、豊岡市の財政を助

けていただくということになると。それはそれで、

豊岡市としてはありがたいんですけれども、豊岡病

院を救うがためにっていったときには、それでは多

分、おっしゃられる趣旨の部分はクリアしないと。 

 そうすると、既に繰り出し基準で求められている

対応は、豊岡市や構成市で済んでいるにもかかわら

ず、さらに、その上にっていう、何を求めるのかと

いうことがやっぱり要望する上においては必要じ

ゃないかなと思うんですが、そこをやっていくとい

うことを求めるということが本当にいいのかどう

かというところもありますので、その辺は、私ども

としては、この繰り出し基準が一定の線ではないか

なという思いはいたします。 

 ごめんなさい、豊岡市としても、実際に繰り出し

基準、全ての項目が今しているかというと、実際に

豊岡病院としてその体制がとれているにもかかわ

らず、仮に豊岡市や朝来市がしてない部分があれば、

それは新たに追加していくというような対応は、そ

れはまた必要であろうかなと思いますが、今、現状

においては、そういった対応はしているという認識

でございます。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（上田 伴子） はい、いいです。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 清水委員。 

○委員（清水  寛） 先ほどから皆さんから議論が

出てくる中で、特に、先ほど説明受けた中でも、こ

れから民間病院についても情報が出てくるという

ことですし、内容は本当にこの地域にとって重いテ

ーマだと思います。 

 そういう意味では、もう少し勉強する時間が必要

かなと思いますので、継続審査としてはどうかと思

いますけど、いかがでしょうか。 

○委員長（西田  真） ただいま清水委員から、陳

情第３号については、閉会中の継続審査とされたい

との動議が提出されました。 

 直ちに、本動議を議題といたします。 

 お諮りいたします。本動議のとおり決定すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（西田  真） 全会一致でよろしいか。（「は

い」と呼ぶ者あり） 

 全会一致で、陳情第３号は、閉会中の継続審査と

されたいとの動議は可決されました。 

 ただいま継続審査動議が可決されましたので、お

諮りいたします。陳情第３号は、議長に対して閉会

中の継続審査事項として申し出たいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定いたしました。 

 委員会を暫時休憩いたします。 

午後２時２４分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後２時２８分 委員会再開 

○委員長（西田  真） 休憩前に引き続き、委員会

を再開いたします。 

 陳情第４号、豊岡市の幼稚園・保育園・認定こど

も園の統合計画、学童保育所、小学校区についての

陳情書を議題といたします。 

 事務局より、請願・陳情文書表の朗読をお願いい

たします。 

○事務局主幹（木山 敦子） 受理番号、陳情第４号。

件名、豊岡市の幼稚園・保育園・認定こども園の統

合計画、学童保育所、小学校区についての陳情書。

受理年月日、令和元年１２月５日。 

 要旨。豊岡市の幼稚園、保育園、認定こども園の
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統合計画、学童保育所のあり方についての審議会答

申が公表され、１０月１０日から６会場で市開催の

市民懇談会において簡略な説明があった。 

 保護者を初め、市民の間では、小学校区を超える

統廃合、市立園の廃止と私立園化などについて不安

が広がっている。しかし、この答申や計画について

説明を受けたり、知らされたりしている市民はごく

一部にすぎない。 

 また、豊岡市議会１２月定例会には、小中学校の

適正規模・配置に関する審議会設置条例案が提出さ

れ、人口減少等により、小学校区の統合が検討され

る見通しとなっている。 

 ついては、市民を代表する豊岡市議会が豊岡市長、

豊岡市教育委員会に次の趣旨を実施するよう求め、

また、豊岡市議会の最善の配慮を要望する。 

 記。１、豊岡市の幼稚園、保育園、認定こども園

の統合計画、学童保育所、小学校区のあり方につい

て、全ての小学校区ごとに答申、計画案等の市民へ

の説明、懇談会を開催してほしい。 

 ２、豊岡市の幼稚園、保育園、認定こども園、小

学校区の統合計画、学童保育所のあり方について、

全ての市民、世帯を対象に、アンケート調査の実施

を含む、意見要望の集約を行ってほしい。 

 ３、豊岡市議会が幼稚園、保育園、認定こども園

の答申、統合計画、学童保育所、小学校区のあり方

について、議会閉会中も研究調査、市民への情報公

開、広報等の特別措置を行ってほしい。 

 提出者、豊岡市大磯町２－５３、豊岡子どもの幸

せを願う会準備会代表、足立美都子。付託委員会、

文教民生委員会。以上でございます。 

○委員長（西田  真） この件について、当局から

意見、説明等はありませんか。 

 それでは、この件について、質疑、意見等ありま

したら、どなたからでもお願いします。ありません

か。質疑はありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） このことについてはいろいろ

とありまして、この陳情書の中身にも、２行目に、

審議会の答申って書いてあるんだけど、これは会議

ですね。（「審議会というか、あり方計画の検討委

員会とちゃうか」と呼ぶ者あり）そうか、わかった、

いいです。そうか、済みません、もとへ、今のは取

り消します。 

 要するに、この３項目めですけども、特に、閉会

中の調査研究、市民への情報公開、広報等の特別措

置を行っていきたいというふうな要望が出されて

おりますけども、実は、うちの委員会の中にも、調

査項目事項で、実際、教育をめぐる諸問題について

という項目がございます。これは休会中も調査研究

をするということになっておりますので、この部分

は十分果たされてると思いますし、それと同時に、

特別措置というのがどのようなものを望んでおら

れるのかが全く内容が見えてこないなという思い

をいたしておりまして、こういうことの部分である

とか、それからまた、しっかり市民の、この計画に

ついては市民説明会やパブコメ等の意見等を聞く

ことは行われておりますので、改めてアンケートを

実施ということにつきましては、必要があるのかな

っていうことは疑問に思っております。以上でござ

います。 

○委員長（西田  真） それは質問ですか、意見で

すか。 

○委員（井上 正治） いや、もう意見です。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。よろ

しいか。 

 それでは、討論に入りたいと思います。 

 当局の皆さんには説明等は特にありませんでし

たけど、ありがとうございました。討論に入ります

前に、ここで退席していただいて結構です。お疲れ

さまでした。 

 暫時休憩します。 

午後２時３４分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後２時３５分 委員会再開 

○委員長（西田  真） 委員会を再開いたします。 

 討論におきましては、各委員が発言された内容は、

後ほど議報や委員長報告を作成する際に引用する

ことになりますので、よろしくお願いいたします。 
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 それでは、討論はありませんか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 私は、この陳情第４号に不採

択という立場で意見を申し上げたいと思います。 

 酌ませていただくとこはたくさんあるなと思い

ながら、不採択討論ですけれども、まず、幼保のあ

り方検討委員会での答申が出されました。１０月１

０日より、公共施設マネジメント計画の一環として、

説明会が市内６会場で開催されました。大変唐突な

感のする幼保の統合再編計画であり、また、短時間

の説明、懇談会であったため、不安感、不信感が大

変広がってきているということは受けとめており

ます。 

 しかしながら、今、意見でも出されておりました、

記の部分で、全ての小学校区に対する市民説明、懇

談会、あるいは記の２番目の、全ての市民、世帯を

対象にアンケート調査、それから、記３にあります、

市議会の特別措置、こういったことに対しては理解

できないとこもございますんで、この陳情につきま

しては不採択をせざるを得ないと、このように考え

ております。 

 しかしながら、不安感が広がっていることも事実

であることから、特に要望のある地区に対しまして

は、計画がまとめられる、あるいはその前であって

も、地元説明、あるいは意見聴取等を行い、地元の

意見や要望をしっかりと受けとめ、そして妥当な計

画となるように、妥当で、そして理解が得られる計

画となるように、しっかりと努力していただきたい

と、こういうことを要望しながら、不採択の意見と

させていただきます。以上です。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 私は賛成の立場で意見を申し

上げます。 

 ９月に豊岡市子ども・子育て会議から、豊岡市に

おける幼児教育、保育及び放課後児童のあり方につ

いての答申が出され、市における幼稚園、保育園、

認定こども園の再編計画が示されて、市内６会場で

答申内容の市民説明会が、公共施設の再編計画とと

もに説明され、市民懇談会が持たれました。どの会

場も多くの市民が参加して、多くの不安や疑問の声

が出されました。 

 また、１２月議会には、小中学校の適正規模・配

置に関する審議会条例が提出され、豊岡市における

学校を取り巻く状況について慎重審議していくこ

とが求められます。 

 この陳情にあるように、豊岡市の歴史ある教育を

根本から揺るがすような答申となっていると思い

ます。 

 豊岡市として、豊岡市議会として、陳情にある内

容へと取り組んでいただくようにお願いして、賛成

討論とします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） それでは、討論を打ち切り

ます。 

 これより採決いたします。 

 採択、不採択の意見がありましたので、挙手によ

り採決いたします。 

 本件は、採択すべきことに賛成の委員の挙手を求

めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（西田  真） 賛成少数であります。よっ

て、陳情第４号は、不採択とすべきことに決定いた

しました。 

 委員会を暫時休憩いたします。 

午後２時３９分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後２時４５分 委員会再開 

○委員長（西田  真） それでは、休憩前に引き続

き、委員会を再開いたします。 

 それでは、（３）番、報告事項についてです。 

 まず、健康福祉部健康増進課から報告事項があり

ますので、お聞き取りいただきたいと思います。 

 骨髄移植後の予防接種の再接種に対する助成制

度の創設について、よろしくお願いします。 

 どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） お手元のほうに資料
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を配付、両面のものが行ってると思いますが、ご確

認をお願いしたいと思います。 

 まず、１番目、概要です。 

 小児がん治療として骨髄移植等を行った場合、移

植前に接種した予防接種の免疫は低下、または消失

するため、移植後に予防接種の再接種が推奨されて

います。 

 当該対象者が再接種を行うことで免疫を再獲得

し、ひいては集団感染や蔓延を防止することができ

ることから、再接種の費用について助成を行いたい

なと考えております。 

 ２の対象者としては、市に住民票があって、予防

接種を受ける日において２０歳未満の方、もう一つ、

骨髄移植等によって、移植前に接種した定期予防接

種の免疫が低下、または消失し、再接種が必要と医

師が認める方、もう一つ、助成対象者及び同一世帯

に属する者の市民税所得割額の合計が２３万５，０

００円未満の方ということです。 

 ３、助成対象となる予防接種ですが、Ａ類の疾病

の定期予防接種、結核を除きます、これはちょっと

まだ安全性について検証が出てないということで

除かれています、のうち、移植前に実施した予防接

種で、免疫が不十分で再接種が必要と医師が認めた

予防接種になります。 

 種類については、また後ほど、裏面に書いてあり

ますので、説明したいと思います。 

 ４番、助成方法ですが、償還払いということで、

一旦納めていただいて、後からお返しするという形

をとりたいと。２として、金額ですが、市が契約し

ている予防接種委託料及びワクチン代の合計が上

限額としております。 

 実際に接種される病院によっては金額が違いま

すので、実支払い額か、この上限額か、どちらか低

いほうということで考えております。 

 ５番目、対象者・予算見込みですが、対象者見込

みは１名ということで、県のほうも行ってまして、

県下４１市で２５名ということですので、１名対象

があるかないかというような状況です。 

 それと、予算見込みですが、計として１０万８，

２１３円、これは１年間で接種できる最大値という

ことで、予防接種は期間、１回打ってから、また次

の打つ期間とかがありますので、年間受けても、最

大がこの金額かなと考えております。 

 裏面をお願いします。 

 表があります。ここが、先ほど言いましたＡ類の

定期予防接種ということで、７種類ありまして、そ

れぞれ単価と回数、見込みの所要額となってます。

それぞれ種類が違います。回数については、大体倍

ぐらい、これの倍ぐらいを打ってもらうような形に

なります。 

 ６番として、健康被害発生時の対応ですが、これ

については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構

法に基づく救済措置がありますのと、豊岡市の予防

接種事故の災害補償要綱で適用して、必要な措置を

講じたいと考えております。 

 ７番のスケジュールですけども、ここでは、来年

１月実施予定としております。まだこれから細かい

要綱や手続等がありますので、できる限り早くした

いんですが、１月ぐらいになるのかなと考えており

ます。 

 周知としては、広報やホームページ、それから、

各医療機関を通じて周知したいなと考えておりま

す。 

 説明は以上です。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 これらの説明に対しまして、委員の皆さんで特に

質問等があればお伺いいたします。どなたからでも

どうぞ。 

 田中副委員長。 

○委員（田中藤一郎） 対象者の部分なんですけども、

全国的にはどういうふうな形なんでしょうか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 申しわけございませ

ん、全国的な対象者の人数というのはちょっと把握

してないです。（発言する者あり）はい。県下でい

くと、大体２５名を県のほうでも見込んでおられる

ということです。 

○委員長（西田  真） 田中副委員長。 
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○委員（田中藤一郎） 済みません、ちょっと聞き方

が悪かったですね。 

 こういう、どういうんでしょう、助成の制度って

いうような部分で、全国的には、豊岡、今回やられ

るんですけれども、どれぐらいのレベルといいまし

ょうか、低いのか高いのか平均的なのか、そういう

ちょっと立場といいましょうか、豊岡の置かれてい

る状況っていうのを教えてほしいんです。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 今年度、県の分しか

ちょっとデータを持ち合わせてないんですが、県下

で実施されてるのが１７団体あります。金額、それ

ぞれ助成をされてる金額は、多分、考え方としては、

それぞれの市町の上限額ということで統一はされ

てるのかなと思ってます。ただ、そこの団体によっ

て、この委託料やワクチン代はそれぞれ違いますの

で、多少前後はあるというふうに考えております。 

○委員長（西田  真） 田中副委員長。 

○委員（田中藤一郎） わかりました。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（田中藤一郎） はい。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 竹中委員。 

○委員（竹中  理） １名対象者があると想定って

あるんですけど、豊岡市内で何かそういうあれがあ

るんですかね。そういう、おられるような、該当さ

れる。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 今年度ではないんで

すが、過去に１名、そういった方からの問い合わせ

がありますので、年間１名あるかないかと、ちょっ

とこちらのほうでは把握はできないんですが、ある

かなと思ってます。 

○委員（竹中  理） わかりました。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（竹中  理） はい、いいです。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） それでは、健康増進課の皆

さん方につきましては、ここで退席していただいて

結構です。お疲れさまでした。 

 暫時休憩します。 

午後２時５３分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後２時５４分 委員会再開 

○委員長（西田  真） 休憩前に引き続き、委員会

を再開いたします。 

 次に、コミュニティ振興部新文化会館整備推進室

から報告事項がありますので、お聞き取りください。 

 豊岡市新文化会館整備基本計画（案）に関するパ

ブリックコメントの結果について、報告をお願いい

たします。 

 どうぞ。 

○新文化会館整備推進室長（櫻田  務） 私からは、

１１月１５日から２８日までの１４日間、パブリッ

クコメントを実施させていただきました。３３件、

９人の方からご意見いただきましたので、そのご意

見に対する市の考え方というのをご報告させてい

ただきます。 

 それでは、お配りしております資料の１ページで

ございます。 

 施設の構成についてということで、施設の目的と

機能を明確に、美術作品等展示室部門の設置や諸室

の機能、規模に対するご意見です。 

 市としては、重ね使いができるように必要な備品

を整えるということとしておりますので、特定部門

に特化した施設とする考えはございません。 

 次に、２ページでございます。２ページに大ホー

ルについてというところで、ナンバー４からですけ

れども、客席は１，０００席にすべきというご意見

をいただいております。 

 これにつきましては、将来人口の減少を見据える

中で、実際に必要となる客席数、または財政状況を

勘案して、将来世代に過度な負担にならないように

すること、これが一番重要だと考えております。今

後、最もふさわしい規模について検討していきたい

と考えております。 

 また、３ページには、吹奏楽のコンクール等で使
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用不可能になるという、ナンバー６あたりからです

けども、このご意見につきましては、コンクール等

の運営の方法について工夫して対応していただき

たいと、このように考えております。 

 また、舞台の広さを現市民会館より広げるべきと

のご意見をいただいております。ナンバー８あたり

からですけども、舞台の横幅や奥行き、舞台袖は現

市民会館より広くする計画としておりますので、出

演者の方にも利用していただきやすくなると考え

ております。 

 次に、４ページでございます。４ページの１３番

に、どんちょうは２幕の設置を検討してほしいとい

うご意見をいただいております。 

 これにつきましては、どんちょうの維持管理には、

いわゆる上げ下げする昇降装置とか生地のメンテ

ナンス等、多額の経費が必要となりますので、今後、

検討を進める中で、ご意見は参考とさせてていただ

きたいと考えております。 

 その他、設備の充実を希望されるご意見をいただ

いておりますので、今後、検討を進める中で参考と

させていただきたいと考えております。 

 次に、５ページに、多目的ホールについてという

ことで、１９番からいただいておりますけども、プ

ロレベルが展示したくなるような設備や町なかの

美術館的な役割をというご意見でございます。 

 市としましては、さまざまな用途で使用いただく

ことを基本と考えておりますので、特定の事業等に

特化した施設とする考えはございません。 

 次に、創作室兼ギャラリーについてというところ

で、創作空間は塗料等の使用で清潔感のある空間に

はならないので、展示空間とすみ分けをしてほしい

というご意見でございます。これにつきましては、

できるだけ多くの方々に利用していただきたいこ

とを基本としておりますので、使用方法等、シート

を敷くなどして対応をするということで考えてお

ります。 

 次に、６ページでございます。交流部門について

というところで、人の出入りが多くなることで安全

面や環境面が心配であるというご意見をいただい

ております。この内容につきましては、高校生のワ

ークショップでいただいた学生からのご意見も取

り入れております。中学、高校生を含む市民が身近

な施設と感じていただくためにも必要なスペース

と考えております。安全面、環境面に配慮し、市民

が安心して利用していただける施設になるように、

ご意見参考にさせていただきたいと考えておりま

す。 

 ２５番に駐車場についてということで、現市民会

館の取り壊し後に駐車場に整備してほしいという

ご意見をいただいております。これにつきましても、

跡地利用については駐車場として整備することを

検討したいと考えております。 

 次に、７ページですけども、施設の考え方につい

てというところで、森林帯、同窓の森のことだと思

われますけども、学習に利用されてるので大切に整

備をしてほしいというご意見をいただいておりま

す。これにつきましても、小さな子供たちにも魅力

的な場となるように、今後の参考とさせていただき

たいと考えております。 

 次に、管理運営計画に関する運営組織についてと

いうことで、施設の管理者をどうするのかというご

意見をいただいております。これについては、具体

的な検討は今後実施する管理運営計画の中で慎重

に検討させていただきたいと考えております。 

 また、事業方針について、会館の利活用の広域化

や地域間交流、少年・少女に対する育成、拡充とい

うことでご意見いただいております。これにつきま

しても、今後実施する管理運営計画の中で十分検討

させていただきたいと考えておりますので、ご意見

は参考とさせていただきたいと考えております。 

 その他詳細につきましては、ご清覧をお願いした

いと思います。 

 なお、この回答につきましては、１２月９日に市

のホームページのほうに記載をさせていただいて

おります。 

 また、委員の皆様以外の議員の皆様には、本日配

付をさせていただきたいと考えております。 

 私のほうからは以上でございます。 
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○委員長（西田  真） 報告は終わりました。 

 これらの報告に対しまして、委員の皆さんで特に

質問等があればお伺いいたします。どなたからでも

結構です。どうぞ。 

○委員（福田 嗣久） 読ませていただきます。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

 それでは、新文化会館整備推進室の皆さんにつき

ましては、ここで退室していただいて結構です。お

疲れさまでございます。 

 暫時休憩いたします。 

午後３時０１分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後３時０２分 委員会再開 

○委員長（西田  真） 休憩前に引き続き委員会を

再開いたします。 

 続きまして、教育委員会、こども育成課から報告

事項がありますので、お聞き取りください。 

 第２期子ども・子育て支援事業計画について報告

をお願いいたします。 

 どうぞ。 

○こども育成課参事（山根 哲也） 私のほうからは、

平成２７年３月に策定しました豊岡市子ども・子育

て支援事業計画の計画期間が今年度で終了します

ことから、策定作業を進めておりました、来年度か

らの向こう５年間を期間とします第２期の計画に

ついて、このたび素案ができましたので報告をさせ

ていただきます。 

 素案の作成につきましては、豊岡市子ども・子育

て会議を昨年度と今年度、それぞれ４回の計８回、

また、その間につきましても、文書による意見聴取

等によってご意見を伺って作成をしてきておりま

す。 

 それでは、本日お手元にお配りしました概要版を

もとに、一部素案をお開きいただきながらご説明を

させていただきます。 

 まず、第２期の計画の構成ですが、素案１ページ

をめくっていただいて、目次にありますように、第

１章の計画の策定にあたってから、第６章の計画の

推進体制と進行管理までの全６章で構成をしてお

りまして、こちらは第１期、現行計画と同じ構成と

なっております。 

 概要版に戻っていただきまして、表紙に当たりま

すページ、「はじめに」をごらんください。ちょっ

と字が小さいので申しわけないんですけども、ここ

に記載しております内容が計画策定の趣旨等であ

りまして、３段落目の真ん中あたり、青字で記載し

ていますところ、子供を安心して産み育てられるこ

と、子供が集団の中で互いに育ち合う環境を確保す

ること、子育ての不安や負担感を和らげ、親子がし

っかりと向き合い、子育てが楽しいと感じられるよ

う、地域や社会全体で子育てを支援していくことを

目指して、向こう５年間で取り組むべき子ども・子

育て支援に関する施策を示すものということで、こ

こは現行計画をほぼ踏襲した内容となっておりま

す。 

 では、この概要版開いていただきまして、次のペ

ージの上半分では、お手元にお配りいたしました素

案でいきますと３ページからの、第２章の計画の基

本的な考え方の内容としまして、基本理念を「子ど

もが元気に育つまち・子育てが楽しいまち・豊岡」

とし、その基本理念の実現に向けて、全ての子供が

笑顔で育つ、親が子育てを楽しむ、地域と職場が子

育てを支えるの３つを基本目標としております。こ

の理念、基本目標も現行計画をほぼ継承をしており

ます。 

 その基本目標の３つ目なんですが、地域と職場が

子育てを支えるとありますが、さらにその３つ目に

おいて、現行計画からここはちょっと変更させてい

ただきまして、次期計画では、ごらんのとおり、事

業所は父親と母親が一緒に子育てできるよう、男女

ともに育児休業を取得し、長時間労働に頼らず、子

供の発熱時等でも急な休みを取得できる職場づく

りを目指しますといたしております。ちなみに、現

行計画では、事業所においては、子供を持つ母親は

将来の担い手を育てる大切な人として、仕事と家庭

生活の両立、ワーク・ライフ・バランスができる働

きやすい職場環境づくりを目指しますというもの

となっておりまして、あとは、ここはもう現行計画
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を継承をしております。 

 その下、この施策の体系としまして、素案のほう

では５ページになりますが、ここにその体系図を記

載しております。その実現のための取り組み方針と

して、取り組み方針１の子供の健やかな成長に資す

る教育・保育環境の確保から、取り組み方針７の次

代の親の育成支援を定めております。 

 その中の取り組み方針４、社会的養護、支援の必

要な子供の支援の中で、現在子供を取り巻く世帯の

所得格差が学力格差を生み出し、将来の所得格差に

つながるといった貧困の世代的再生産が社会問題

になっている背景を踏まえまして、子供の貧困対策

が喫緊の課題となっていることから、（５）に現行

計画、ひとり親家庭の自立支援というところに、生

活困窮、ひとり親などの子供や家庭への支援という

ものを追加するような形で、ここを少し変更をして

おります。 

 これらの取り組み方針に基づきまして、素案では

ちょっと先に飛ぶんですが、６８ページをお開きい

ただきまして、６８ページからの第５章、施策の展

開としております。その各施策の内容については、

現状と課題、今後の方向性、主な施策という３つの

構成で整理をし、現状と課題では、これまでの取り

組みの状況や取り組みに当たっての課題について

整理をし、今後の方向性では、現状と課題を踏まえ

た今後の取り組みの方向性を示し、その下に、具体

的に取り組むこととして主な施策を掲載をしてお

ります。個々の作成に当たりましては、関係各課に

ヒアリングを実施して作成をしておるというとこ

ろでございます。 

 また、ちょっと戻っていただきまして、概要版、

今度右半分になります。こちら、事業計画としまし

て、素案では、また戻っていただいて申しわけない

ですが、２８ページになります。２８ページからの

第４章で記載しております量の見込みと確保方策

で、年度ごとに数字等を示した就学前の教育・保育

と、地域子育て支援事業の量の見込みとその確保方

策の概要、内容を整理し、記載したものの一部を概

要版のほうでは抜粋をしております。 

 この量の見込みと確保方策につきましては、当初、

今後策定予定の豊岡市における幼児教育・保育及び

放課後児童のあり方計画に基づきまして、教育・保

育の量の整備、確保に取り組むこととして、次期計

画期間、来年度から２０２４年度内の待機児童の解

消に向け、計画を策定しようと当初進めておりまし

た。しかし、ご承知のとおり、あり方計画の策定が

来年８月になる見込みである一方、本事業計画は国

の方針に基づいて策定する必要があったりですと

か、また県からの指示等によりまして、基準日があ

り方計画では３月１日なんですが、本計画では４月

１日ということもあって、数字においては少しあり

方計画とは整合性がちょっととれないものとはな

っております。 

 しかし、概要版にまた戻っていただきまして、概

要版の下半分、教育・保育の提供体制と確保方策で

は、基本的にはこのあり方計画の答申に沿ったもの

ということで、1)の幼稚園の再編・統合と認定こど

も園化や2)の就学前施設の再編・統合の中で記載を

しております、あり方計画をもとにというようなと

ころが主な現行計画との相違点というふうになっ

ております。 

 次の概要版、最後、裏面になりますが、こちらが

地域子ども・子育て支援事業の提供体制ということ

で、素案では、また先に行っていただきまして４８

ページからなんですが、本市が実施、取り組んでい

る事業、全１５事業の内容とその実施状況をまとめ、

整理した内容となっております。この中で、1)利用

者支援事業、同じく５の養育支援訪問事業、７の子

育て短期支援事業、８の子育て援助活動支援事業、

１４の実費徴収に係る補足給付を行う事業につき

ましては、現行計画期間内にこちらは新たに本市に

おいて実施できた事業となります。言いかえれば５

年前はできてなかったんですけども、この５年間で

実施をさせていただくこととなった事業というこ

とでございます。 

 そのほか、この概要版には掲載をしておりません

けども、素案では、また最初に戻っていただくんで

すが、６ページからの、６ページになって申しわけ
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ないですけど、第３章、豊岡市の子育てを取り巻く

現状としまして、各種統計データ、そしてこの計画

を策定するたに当たって、豊岡市内の未就学児及び

小学生の子供のいる世帯を対象として行ったアン

ケート調査結果、そして就学前の教育・保育及び子

育て支援事業の利用状況等から、豊岡市の子育てを

取り巻く現状について整理をし、記載をしておりま

す。 

 今後は、本日、１３日の金曜日から年明けの６日

にかけましてパブリックコメントを実施しまして、

来年の３月策定の予定としております。 

 なお、ほかの議員さんに対しましては、本日この

後、概要版とホームページ掲載場所をお示しさせて

いただいた添付文書をレターケースに入れて周知

をさせていただきたいというふうに考えておりま

す。 

 簡単ではございますが、以上でございます。 

○委員長（西田  真） それでは、報告は終わりと

いうことであります。 

 これらの報告に対しまして委員の皆さん、特に質

問等があればどなたからでもどうぞ。 

 福田委員、どうぞ。 

○委員（福田 嗣久） この概要版の中で、教育・保

育の提供体制のところありますね、右側の中ほどか

ら下、豊岡市における幼児教育・保育及び放課後児

童のあり方計画、これはもう今、計画策定中だけど

も、をもとにとありますけれども、まあ、えんか。

まだ、計画、できてへんけども、そうでしょ。また、

聞くわ。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（福田 嗣久） はい。 

○委員長（西田  真） よろしいね。 

○委員（福田 嗣久） はい。 

○委員長（西田  真） それでは、こども育成課の

皆さん方につきましては、ここで退出していただい

て結構です。お疲れさまでした。 

 委員会を暫時休憩いたします。 

午後３時１３分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後３時１４分 委員会再開 

○委員長（西田  真） それでは、委員会を再開い

たします。 

 次に、協議事項（４）番、委員会管内視察研修事

前学習についてです。視察先、実施日につきまして

は、次第書に記載のとおりです。 

 本日は、視察項目であります豊岡市非認知能力向

上対策事業に係る演劇ワークショップについて説

明を受けたいと思います。よろしくお願いします。 

 どうぞ。 

○こども教育課長（飯塚 智士） まず、視察先につ

きましては資母小学校、実施日は２０２０年１月１

５日水曜日、内容は９時３５分から１０時２０分ま

でが１年生のワークショップ、そして１０時４５分

から１２時２０分まで２年生、３年生のワークショ

ップを見ていただく予定にしております。 

 きょう別紙をお配りさせていただきますが、そち

らのほうをごらんください。ありますでしょうか。 

○委員（井上 正治） これですね。 

○こども教育課長（飯塚 智士） はい、それです。 

 １番、２番につきましては、見ていただいたとお

りになりますが、ちょうど大きな３番のところが、

今回のワークショップのプログラムというふうに

なります。 

 （２）番のほうに３回目の活動のプログラムのポ

イントというのを載せておりますが、左側に活動内

容、そして右側に活動のポイントという形で、今回

は自己決定であるとか、自己有用感を高めていくよ

うな形のもの、また合意形成であったりとか、こう

いったところをワークショップによっていくとい

うようなことを考えております。 

 見ていただくポイントとしましては、子供の表情

であったりとか、子供の活動、そして子供の変容と

いう部分を見ていただきたいとは思っているんで

すけども、やはりその背景には、講師の先生方が、

活動の中で子供たちの語りかけや動作に対しての

意味づけというものをされております。そういった

ところで、どういった意味づけ、どういった言葉か

けをする中で子供たちが変容していくのか、表情を
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変えていくのかっていうところが一つのポイント

になるのかなと思いますので、そのあたりを見てい

ただけたらというふうに思っております。 

 そして、どの学年も、最後にまとめとして子供た

ちにみずからの変容の意識化っていうものをさせ

ていきます。なので、子供たち自身は、恐らく自分

の変容というのにはこの活動の中では気づきませ

ん。ただ、こういった講師の話によって自分の変容

に気づかせる、要するに意識化させるという活動を

最後にとります。こういったときも、この講師の先

生方がどういう声かけをしていったら子供たちが

意識化するのかという部分、こういったところに着

目していただくと、より見やすくなるかなというふ

うに思っております。 

 学校現場においても、こういった講師の言葉かけ

や意味づけの言葉について教師自身が学び、ふだん

の活動の中でそういった言葉かけをすることによ

って、子供たちの非認知能力を高めていこうという

ふうな形で思っておりますので、見ていただけたら

幸いかなと思います。 

 簡単ですが、以上です。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 これらの説明に対しまして、委員の皆さんで特に

質問等があればお伺いいたします。どなたからでも

どうぞ。 

 田中副委員長。 

○委員（田中藤一郎） 当日は、例えば写真とか、ス

マホで撮影とかはいいものなのか、だめなのか、そ

のあたりどうですか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○こども教育課長（飯塚 智士） 写真撮影について

は構いませんが、ただ、例えばＳＮＳでアップする

とか、何かを掲載するという場合は、一応本人の許

諾というのを得ますので、写真を我々にちょっと確

認させていただきながら、していきたいというふう

に思っております。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（田中藤一郎） はい。 

○委員長（西田  真） ほかに。 

 田中副委員長。 

○委員（田中藤一郎） この講師の先生はそういう、

今回、こういった方々がもう実際入っていく先生と

いうふうな形だというふうに理解すればよろしい

んですね。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○こども教育課長（飯塚 智士） そのとおりです。 

○委員（田中藤一郎） 特別のことではなくて。 

○こども教育課長（飯塚 智士） 毎回来ていただい

ております。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（田中藤一郎） はい。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） いいですか。 

 それでは、こども教育課の皆さん方につきまして

は、ここで退席していただいて結構です。お疲れさ

までした。 

 もうちょっと残ってください。もといですね。 

 質疑、質問の時間を確保していただけるかどうか、

これを現場で見た後に、そういうのはできるかどう

かね、その辺を確認もさせていただきたいし、調整

も必要だと思うんですけど、いかがでしょうかね。 

○こども教育課長（飯塚 智士） まず、全部のワー

クショップが終わるのが１２時２０分になります

ので、その後すぐということであれば、校長と講師

であれば可能。ただ、担任の先生も交えて話を聞き

たいということであれば、担任のほうが給食の片づ

けまで終わった後でないと帰ってこれない。となり

ますと、１時過ぎぐらいからであれば可能かなと思

っております。なので、まずどちらが、担任も含ん

だほうがいいかどうかというところをちょっとお

聞かせ願ったほうが。 

○委員長（西田  真） 本来は担任も入ったほうが

いいんでしょうけど、１時過ぎまでというと時間が

結構ありますし、その間で私どもが昼食できる場所

があればそれはええんでしょうけど、場所的に何か

ありませんかや。 

○こども教育課長（飯塚 智士） はっきり言うと、
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外に出て食べて帰ってくるには間に合わないと思

いますので、それでありましたら、例えば１２時２

０分が終わった後に、給食を試食していただきなが

ら、校長と、それから講師の先生方と話を進める。

そこで、給食の片づけ等が終わった担任が戻ってき

て合流して、講師、校長、担任と議員さん方で質疑

応答の時間をというのはとれるかなというふうに

は思っておりますけども、いかがでしょうか。 

○委員長（西田  真） それでは、委員のほうでそ

の給食をいただくことは有料でできるという話に

なりますか。 

○こども教育課長（飯塚 智士） はい。 

○委員長（西田  真） わかりました。そしたら、

当日は、給食を委員の皆さん、それぞれ一緒に食べ

て、後で担任も交えて質疑応答をしたいと思います

ので、その調整をよろしくお願いします。 

 そして、議会だよりに掲載用の写真撮影の許可も

得ていてください。それもよろしくお願いいたしま

す。 

 そして、集合時間８時半出発ですけど、自転車小

屋の横でいうことでよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 そして、公用車に乗る方、また現地に直接行かれ

る方の確認もどないでしょうか。 

 福田さんは直接ですね。ほかは。 

○委員（田中藤一郎） 僕も直接。 

○委員長（西田  真） 田中委員も直接。あとは、

公用車に同乗ということでよろしいですかね。 

 とりあえず今、そしたら、福田さんと田中副委員

長が直行と、あとは公用車。また、この後で変更の

ある場合は木山さんに言うてください。 

 そして、複式学級の見学言いますんか、視察なん

ですけど、中竹野小学校か竹野南小学校に行く予定

にしたいと思っております。日程調整なんですけど、

日程を２月４日の火曜日か２月１２日の水曜日を

希望したいと思いますんで、他の委員の皆さん、ち

ょっと確認をしていただきたいと思います。２月４

日か２月１２日、どちらが、都合が悪い日がありま

したら。 

 暫時休憩いたします。 

午後３時２３分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後３時２４分 委員会再開 

○委員長（西田  真） 委員会を再開いたします。 

 複式学級の視察でありますけど、中竹野小学校か

竹野南小学校ということで、日程は２月４日の火曜

日か２月１２日の水曜日、いずれでも午前中ぐらい

で調整していただければと思いますので、飯塚課長、

調整の方をよろしくお願いいたします。 

 そして、決定次第、木山さんのほうに連絡のほう

をお願いいたします。 

 それでよろしいですね。 

 それでは、そのように決定いたします。 

 それでは、こども教育課の皆さん方につきまして

は、ここで退席していただいて結構です。お疲れさ

までした。 

 委員会を暫時休憩いたします。 

午後３時２５分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後３時２６分 委員会再開 

○委員長（西田  真） それでは、委員会を再開い

たします。 

 次に、協議事項（５）番、委員会意見・要望のま

とめに入ります。 

 報告第２０号、専決第１６号及び第１０７号議案

から第１２１号議案まで、第１４３号議案、第１４

６号議案、第１５１号議案、第１５５号議案から第

１５８号議案、並びに第１６６号議案から第１７０

号議案までに対する当委員会の意見・要望として、

委員長報告に付すべき内容について、協議いただき

たいと思います。 

 委員の皆さんからの提案について、委員会意見・

要望とすべきか、協議を行いたいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

午後３時２６分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後３時３４分 委員会再開 

○委員長（西田  真） それでは、委員会を再開い
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たします。 

 委員会意見・要望ですけど、福田委員が先ほど言

われました第１５１号議案、公正で地域の実情もし

っかり組み込んだ地域と子供にとっての夢のある

統合再編計画となるよう努力されたい。それと、専

決。 

○委員（福田 嗣久） この地域と子供、子供と地域

のほうがええな。子供を先にしたほうが。 

○委員長（西田  真） 子供と地域にとってもとい

うことで、文章を若干変えます。 

 それと、専決第１６号、人身事故について、この

２件を委員会の意見・要望としたいと思いますけど、

それでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） それでは、ただいま協議い

ただきました委員会意見・要望を含む委員長報告の

案文については、正副委員長に一任願いたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定いたしました。 

 委員会を暫時休憩いたします。 

午後３時３５分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後３時３５分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） 休憩前に引き続き分科会

を再開いたします。 

 次に、協議番号（６）番、分科会意見・要望のま

とめに入ります。 

 第１５４号議案に対する当分科会の意見・要望と

して、予算決算委員会に報告すべき内容について協

議いただきたいと思います。 

 委員の皆さんからの提案について、分科会意見・

要望とすべきか、協議を行いたいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

午後３時３５分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後３時４７分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは、分科会を再開

いたします。 

 ただいま委員会意見・要望でありますが、先ほど

出ていました、新文化会館は大きな予算を投じる事

業であり、公共施設再編計画の中で、財政から見て

も維持修繕費等、ランニングコストを見越した上で、

使いやすく、将来負担を少なくなるような文言を入

れて要望・意見としたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） それでは、ただいま協議

いただきました分科会意見・要望を含む分科会長報

告の案文については、ただいま申し上げました件を

まとめるということで、正副分科会長に一任願いた

いと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） ご異議なしと認め、その

ように決定いたしました。 

 ここで分科会を閉会いたします。 

午後３時４８分 分科会閉会 

──────────────────── 

午後３時４８分 委員会再開 

○委員長（西田  真） それでは、委員会を再開い

たします。 

 次に、協議事項（７）番、閉会中の継続審査の申

し出についてを議題といたします。 

 別紙１をごらんいただきたいと思います。よろし

いですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、議長に対して、委員会重点調査事項を、

閉会中の継続審査事項として議長に申し出いたし

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定いたしました。 

 次に、協議事項（８）番、その他、委員会管外視

察研修についてであります。 

 それでは、当委員会の管外視察研修の日程につき

ましては、５月１３日水曜日から１５日金曜日とい

うことで決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（西田  真） そのように決定したいと思

います。 

 また、予備日程としましては、５月１２日火曜日

から１４日木曜日ということにしたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 調査事項、視察先等につき

ましては、お手元に過去の視察先等の一覧をお配り

しております。 

 意見等ありますでしょうか。 

 暫時休憩します。 

午後３時５０分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後３時５２分 委員会再開 

○委員長（西田  真） それでは、委員会を再開い

たします。 

 先ほどの調査事項、視察先等につきましては、過

去の視察先も一応ごらんいただいたところではあ

りますけど、各委員さん、またいろいろと検討して

いただいて、行きたい場所、内容等、木山さんのほ

うに後日またお知らせいただきたいと思います。 

 そのようなことでよろしいでしょうか。（「はい」

と呼ぶ者あり） 

 それでは、各委員の皆さん、視察先と内容ですね。

それを後日、木山さんのほうにお知らせ願いたいと

思います。 

 その他について、委員の皆さんから特にご発言は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 特にないようですので、以

上をもちまして文教民生委員会を閉会いたします。

お疲れさまでございました。 

午後４時００分 委員会閉会 

──────────────────── 


